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1【論点１】 デジタル時代における放送の意義・役割

◆ 放送は、民主主義の基盤であり、災害情報や地域情報等の社会の基本情報の共有というソーシャル・キャ

ピタルとしての役割を果たしてきた。

◆ インターネットを含めて情報空間が放送以外にも広がるデジタル時代において、そうした放送の役割を更に

果たしていくことが期待されている。

◆ また、情報空間の広がりや競争環境の変化等を踏まえ、放送ネットワークインフラの効率化や放送制度に

おける規制の合理化等、柔軟に検討していくべきである。

○放送を巡る環境の変化

○デジタル時代における放送の意義・役割

 インターネットによる「カジュアルな動画視聴」の拡大等、視聴者の視聴スタイルが急速に変化している。視聴者にとって放
送と通信の区別が意識されなくなっているほか、スマートフォン等による動画視聴のパーソナライズ化も進んでおり、若者
を中心として「テレビ離れ」がますます加速している。

 例えば、自宅におけるインターネット（パソコン、タブレット、モバイル）によるメディア接触時間は年々増加傾向にある一方
で、テレビは、2020年はコロナ禍の影響で一時的に増加したものの、減少傾向にある（出典：第１回会合 奥構成員資料）。

 放送の「公共性」とは公衆の包摂・形成であり、放送はこれまでも社会の構成員の相互理解・対話を促進し、安定的・持続
的に「公衆」を形成するという社会インフラとしての役割を果たしてきた。インターネットも含めて情報空間が放送以外にも
広がるデジタル時代において、このような民主主義の基盤、災害情報や地域情報等の社会の基本情報の共有というソー
シャル・キャピタルとしての放送の役割を更に果たしていくことが期待されている。

 取材や編集に裏打ちされた信頼性の高い情報発信は、放送の重要な価値である。メディア環境が多様化する中、日々進
化を続ける情報通信技術をうまく活用しながら、信頼される情報の社会的基盤としての放送の役割を今後も果たし続けて
いくべきである。

 人々の関心や注目の獲得ばかりが経済的な価値を持つアテンションエコノミーが情報空間を侵食することは民主主義に
とって好ましいことではなく、信頼性の高い情報を発信する放送は、インフォメーション・ヘルス（情報的健康）※の確保に重
要な役割を果たすべきである。
※ 多様な情報にバランスよく触れることで、フェイクニュース等に対して一定の「免疫」（批判的能力）を獲得している状態。

 特に、フェイクニュースといったインターネット上の情報に係る課題の是正に重要な役割を果たすべきである。
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【構成員の主な意見】

 人口減少時代における地域放送の多様性をいかに維持するか、放送における協調領域と競争領域の再定義が必要なのではないか。（第１回 三友座長）
 ２０１８年の調査結果を拝見したときは、今の１０代が成人するときが心配だから、今からできることをしなくてはならないというふうに考えていたが、それ以上に早くテレ
ビ離れが進むかもしれない。（第１回 大谷構成員）

 放送の公共性というのは、単に有限希少な周波数の利用者であるということにとどまらず、自由な言論の結果としての世論形成に影響を及ぼす民主主義の基盤であ
るからであり、信頼できるコンテンツの発信のために、誠実に真実を取材し、分かりやすく編集し伝えるという、伝統的な役割を持続していただくということが、放送の公
共性を貫くということだと思う。（第１回 大谷構成員）

 若者が加齢によって、今後さらにネット側にシフトを重ねるのであれば、放送事業者が国民全体にリーチするためには、若者対策に早めに手を打たないとかなり厳し
い。（第１回 奥構成員）

 放送事業者は国内でも重要なコンテンツクリエーターであり、日本のコンテンツに関する国際競争力の維持に当たって、安定した経営基盤を持っていただくということ
が非常に重要なのではないか（第１回 落合構成員）

 消費者から見たときに、放送と通信というものの境というのは大分溶けてきているということかと思う。（第１回 瀧構成員）
 今後、どんどん収益が厳しくなっている中で、人口動態的に今よりも市場が２割減、３割減になっていく世界があるときに、私たちが議論することの成果は、ラグを伴っ
て実現するので、その３割減した世界で何を残していくのかというトピックが問われていると思う。（第１回 瀧構成員）

 どのようなテレビの公共的な価値を残し、それをどのようにユニバーサルに提供していくのかの定義が求められている。ＮＨＫプラスやＴＶｅｒが、どう闘っていき残して
いくのかの選択肢を残すというのが、１つ重要なトピック。（第１回 瀧構成員）

 スマホなどでの動画配信が伸びているが、その中には放送コンテンツも随分入っている。一人で見るというパーソナル性みたいなものを求める動きもあるのかと思う。
（第１回 長田構成員）

 放送そのものの持っている価値は失ってはいけないと思う。もしインターネットの世界でまた放送を流していくということになれば、むしろ放送基準を大切にして、ネット
上にある様々な別の課題の是正に力を発揮するぐらいの思いで乗り込んでいっていただければいい。（第１回 長田構成員）

 ブロードバンドの進展・普及とともに、今後、ネット経由のグローバルなコンテンツプレイヤーを交えた、テレビ「画面」の争奪戦になると思う。（第１回 林構成員）
 放送が「社会の基本的情報の共有」といういわばソーシャル・キャピタルとしての役割を果たしていくためには、安心・安全情報を含む視聴者から信頼されるコンテンツ
に経営資源を可能な限り投下していくことが必要。（第１回 林構成員）

 放送市場において放送網を維持していくために、他方で、表現の自由や意見の多様性を確保していくために、どの程度の事業者数が必要なのかというのは、今後議
論の余地があるのではないか。（第１回 林構成員）

 情報空間の全てがアテンションエコノミーに染まっていくというのは、民主主義にとって好ましいことではないのではないか。インフォメーションヘルスのためには、信頼
できる多様な情報をバランス良く摂取していくということも重要になるのではないか。私は、このような現状認識の下で、放送の意義、また、信頼できる、ある意味で栄
養食、免疫食としての特に公共放送、この意義が再確認、場合によっては再定義されなければならないのではないかと思っている。放送は、アテンションエコノミーが
拡大して、情報空間がいわばカオス化していくという中で、持続可能なものにしていかなければならない。プラットフォームとの連携・協力関係などの方法が、まさに問
われている。（第１回 山本龍彦構成員）

 最近、アテンションエコノミーの興隆との関係で、エコーチェンバーとかフィルターバブルといったようなことが起きていることもあって、ある種自由放任ということではま
ずいと。そういうことで、「国家からの自由」というよりも、「国家による自由」というものが大事だという議論が有力になってきているように思う。（第２回 山本龍彦構成員）

 （第２回会合日本放送協会の説明について、）「多元性、多様性、地域性」とともに「フェイクニュース対策等への貢献」に言及されていることは大変好ましいことだと思
う。ファクトチェックへの取組等について、透明性のある対応が必要と思われるところ、その先導的立場をキープしてもらいたい。（第２回後の追加意見 大谷構成員）

 （寄付によってジャーナリズムを担う組織を支えるための仕組みを整備していくことについて、）寄付に頼る概念というのは、なかなか日本では希薄というか、選択肢に
上がりづらいものの、もう少しそれを考えるべきだなという意見を持った。（第３回 瀧構成員）

論点１に関する構成員等の主な意見①
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【構成員の主な意見】

 アテンションエコノミーという言葉が引用されているが、今のプラットフォームビジネス、あるいはネットにおける配信ビジネスの一つのビジネスモデルというのがユー
ザーからのアテンション、これはＰＶだったり、エンゲージメントということかもしれないが、それを獲得して、それを金銭的な価値に変えていくということなんだろうと思う。
そういうアテンションを獲得していくというビジネスモデルの中でいろんな問題が生じているということなのだろうと思う。例えばフェイクニュース、フィルターバブル、エ
コーチェンバーというのも、そういったビジネスモデルに構造的な要因があるように思う。その中で、情報的健康というのは、多様な情報をバランスよく摂取して、フェイ
クニュース等に対する免疫を獲得している状態のことだが、これがますます重要になってくるのではないか。特に民主主義を維持するということは、これからの国際社
会を考えても非常に重要になってくると思うので、そういう中で情報的健康に対して放送が果たす役割というのは改めて認識すべきなのではないかと思う。（第７回 山
本龍彦構成員）

 放送がこれまでの情報伝達の中で非常に重要な役割を担っており、これは今後もそういう位置を担ってほしいと思う。一方で、やはり現実としては、情報空間が放送以
外にも広がってきて、競争環境がかなり変化をしてきていることがある。こういった中で、今回の検討会の議論というのは、放送側に課されてきたようなマスメディア集中
排除原則であったり、インフラの技術基準といった部分について、どういう形で規制の内容を合理化していくことができるかを議論することによって、放送事業者がこれ
まで培ってきた経験を生かして、ある種、武器対等な形で、必ずしも放送によらない情報のコンテンツ提供者と戦ってもらうという大きな規制の見直しの流れを議論して
きたということだと思っている。なので、基本的な方向性としては、これまでの確認ではないかとは思うが、ぜひこういった流れでもって議論していたということを論点１で
明記していただけるとありがたい。（第７回 落合構成員）

論点１に関する構成員等の主な意見②
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【ヒアリング者の主な意見】

 金融行政と同様に、放送政策も、公共的価値をどのようにして実現していくのかという視点で議論していくべき。放送制度は放送局に独占のレントを与えるのと引換え
に、公共的な価値の役割を担ってもらうもの。当面の課題は、放送局の足腰の確保の問題と、担うべき公共的価値の再確認。（第２回 曽我部教授）

 放送局が制作する番組は、一定のクオリティが制度上担保されたものとなっている建前であり、これは他のいかなる媒体とも異なる放送の特徴である。(第２回 曽我部
教授)

 放送によって社会全体で共有されるべき基本的情報としては、生命・身体の維持のための情報（災害や健康に関する情報等）、社会の多様性・自律を助ける情報（教
育情報等）、国民の維持のための情報（伝統文化に係る情報等）、民主主義維持のための情報（報道番組や社会問題を扱うドキュメンタリー等）等がある。（第２回 曽
我部教授）

 地上民放テレビ事業者は、それぞれの地域に根ざし、地域住民の「知る権利」に応えるとともに、視聴者の安心・安全に資する情報をはじめ、多様で豊かな情報を視
聴者・リスナーにお届けしている。メディア環境が多様化するなか、日々進化を続ける情報通信技術をうまく活用しながら、信頼される情報の社会的基盤としての放送
の役割を今後も果たし続けていきたい。（第２回 一般社団法人日本民間放送連盟）

 これまで、受信料を財源とするNHKと、広告料等を財源とする民間放送事業者が切磋琢磨する「二元体制」により、質の高いコンテンツを制作し、放送によってあまね
く全国へ届けてきた。インターネット時代にあっても、だからこそ信頼される情報源、質の高いコンテンツ制作を堅持する必要。ＮＨＫならではのコンテンツ制作に経営
資源を集中し、構造改革を徹底する。（第２回 日本放送協会）

 同時・同報の信頼される基幹的メディアとして公衆(public)の包摂・形成が放送の「公共性」。構成員の相互理解・対話を促進し、安定的・持続的に「公衆」を形成する
ために、社会インフラとしての放送への期待は大きい。（第３回 宍戸教授）

論点１に関する構成員等の主な意見③



5【論点２】 放送ネットワークインフラの将来像

◆ 人口減少や視聴スタイルの変化等、放送を巡る環境が急速に変化する中において、良質な放送コンテンツを
全国の視聴者に届けるため、放送事業者の放送ネットワークインフラに係るコスト負担を軽減し、コンテンツ制
作に注力できる環境を整備していくべきである。
◆ このため、地上テレビジョン放送の小規模中継局やマスター設備等の放送ネットワークインフラについて、視
聴者にとって同程度のサービスを維持する観点から一定の品質・信頼性を確保することを前提に、経済合理性
の視点も勘案し、デジタル技術の導入等による効率化を図るべきである。併せて、デジタル技術の特性を活か
したサービスの向上についても検討していくべきである。

【設備の共用化】
 放送設備の更新に当たっては、これまでどおり放送局単位で全ての設備を保有する前提ではなく、局や系列を超えたコスト負
担の軽減を図り、必要な放送ネットワークインフラの維持管理が効率的にできるよう、既に放送事業者間で行われている一部
の中継局の設備共用を更に進めることや、特定の事業者等が複数の放送事業者の放送ネットワークインフラの保有・維持管
理を行う「共同利用型モデル」の可能性も経営の選択肢として検討していくべきである。

 その際、民間放送事業者のコスト負担軽減に配慮するとともに、例えば、NHKと民間放送事業者が協力してインフラの保有等
を行う企業体を設置することも検討していくべきである。

【ブロードバンド等による代替】
 小規模中継局や共聴施設については、ブロードバンドインフラの普及が進む中で、従来の放送波による伝送とブロードバンド
等（ケーブルテレビ、光ファイバ等）による伝送の２つの方法について、両者の提供エリアの突き合わせやコスト比較等の具体
的な作業を行いつつ、ブロードバンド等による代替可能性について検討していくべきである。

 ブロードバンド等による代替の検討に当たっては、放送事業者における経済合理性の視点のみならず、視聴者の利便性を十
分に考慮し、理解を得ることが重要であることから、そのための具体的方策について調査を実施しつつ検討すべきである。

 また、画質や遅延等について、ブロードバンド等代替に求められる水準について検討すべきである。デジタル技術の特性を活
かしたサービスの向上についても検討すべきである。

 これら課題について実務的に検討するための作業チームを本検討会の下で開催。
⇒ 令和４年２月24日から、「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム」を開催中。
・代替先のネットワークとして、（１）ケーブルテレビ及び（２）ブロードバンド（①ＲＦ方式、②ＩＰマルチキャスト方式、③ＩＰユニキャスト方式）を想定。

・既存サービスが存在しないＩＰユニキャスト方式については、公正競争の観点に留意しつつ、利用可能性及び機能・品質要件を新たに検討。

・検討結果を踏まえ、ＩＰユニキャスト方式以外も含め、代替可能なネットワークを選択肢として提示。本年６月頃に本検討会に報告。実際の代替

に当たって採用する方法は、放送事業者それぞれで判断（代替せずにミニサテ局等を更新することも選択肢）。

【マスター設備の効率化】
 マスター設備についても、次期更新に向けて、デジタル技術の導入による効率化を図ることを経営の選択肢として検討していく
べきである。例えば、機器間接続のＩＰ化、一部機能の集約化・クラウド化の可能性も考えられるのではないか。
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【構成員の主な意見】

 ミニサテ局をブロードバンドで代替する場合にも、経済合理性に留意し、受信者の数に応じた柔軟な技術基準にするのが適当。（第１回 伊東座長代理）

 適切な画像の圧縮方式を利用するか、あるいは、系列局でマスター機能を１か所に集約し、リモートで編成処理等をすることで、伝送費用の節約も期待される。（第１
回 伊東座長代理）

 放送においても周波数の有効利用が求められているが、現在、その最も有効な手法は、高能率な画像の圧縮方式を採用すること。地デジ等で利用されているＭＰＥＧ
２-Videoは、標準化されてから既に四半世紀が経過している。（第１回 伊東座長代理）

 条件不利地域などに５Ｇなどを代替手段として活用するということは、十分に検討の余地がある。（第１回 飯塚構成員）

 ＶＲ・ＡＲを使った全く新しい視聴体験の提供に向けて、ＶＲ・ＡＲコンテンツの開発環境を共通のプラットフォームとして整備し、多様なプレーヤーが参画できるような仕
組みをつくっていくことも有用ではないか。（第１回 飯塚構成員）

 銀行業界においては、銀行間送金に係る全銀ネット機能をインターネット系企業にも開放している現状があるところ。（このようなスキームを検討する）余地は少なから
ずあるのではないか。（第１回 瀧構成員）

 高コストの地域にはブロードバンドは今現在どのくらい提供されているのか、そして、どのくらいの品質のものなのかというところも含めて、きちんと突き合わせをしていっ
ていただきたいということ。その上で情報を共有しながら、そのコストを誰がどのように負担していくのか検討する必要。（第１回 長田構成員）

 ＮＨＫ等の他放送網や、５Ｇ・光ファイバ等の通信網による一部代替について、そのための財政措置や制度改正等を含めて、持続可能な地上放送網、いわば「シビル
ミニマム」としての地上放送ネットワークのあり方について議論する必要。（第１回 林構成員）

 局を超えたり、系列を超えたりしながら、そうしたインフラコストや販売管理費などのコストを削減する工夫をしていくことも、社会のためのメディアサービス企業として考
えていかなければいけない。（第１回 森川構成員）

 放送ネットワークインフラについて、今後ますます人口減少・高齢化が進行することを前提にして、必要な施設の維持管理が効率的にできる形で更新しないと、後々困
る事態になる。（第１回 山本隆司構成員）

 複数社のハード部分（マスター、中継回線設備、中継局等）の運用を第三者（合弁会社を作る等）に委託するなど、共同利用型の放送インフラの運用モデルがあると
考えられる。（第２回後の追加意見 飯塚構成員）

 あまねく受信の努力義務を果たす上で、どのような伝送路の設定や設備共用の在り方が実現可能か。ＮＨＫを中心にしつつ、限定的に一部の費用を民放が負担する
というイメージ、こういうこともあり得るんだろうと思う。ＮＨＫの負担が大きくなるとしても、例えば民放も協力してインフラを保有するような企業体の設置、こういったような
ものも場合によっては考えられるのではないか。（第２回 落合構成員）

 ネットワーク遅延等の要求水準について、義務を合理化していくことは考えるべきか。（第２回 落合構成員）

 将来の地上放送ネットワーク構想に関して、伝送手段の多様性を幅広く許容することは、経済合理性及び持続可能性の確保の両面から合理的だと考えられるが、視
聴者視点での受容性について確認するための調査等を進める必要。（第２回後の追加意見 大谷構成員）

 インターネットの活用というのは、選択肢として考えるという立場ではもう多分ないと思う。もはや当たり前に考える中でのバランスを図っていくというテーマだと思うので、
この２０年間の大きな変化を踏まえたときに、放送独自の伝送インフラというのにこだわる必要というのが私はあまり理解ができてないというのが現状。（第２回 瀧構成
員）

論点２に関する構成員等の主な意見①
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【構成員の主な意見】

 地域経済の振興とか社会を支えるインフラ的な放送があるということは承知しているところであるが、それらをちゃんと温存していくためには、どのような収益構成が
残される必要があって、これが人口動態とともに長期試算上どれぐらいのところで毀損されていくのかという議論がないといけないと思う。（第２回 瀧構成員）

 ＮＨＫが現在提供している小規模中継局がカバーする世帯のエリアが、ＮＴＴをはじめとする通信事業者の光ファイバーインフラ等の敷設状況とどのように重なり
合っているのかをまず突き合わせていく必要があって、そういった作業をしながら、光ファイバー等の通信インフラが整っていないエリアがあれば、そういうエリアで
あっても、インフラ施設に実需があって経済合理性があるというような場合には、事業者と連携しながら中長期的に代替可能性のあるインフラを戦略的に構築してい
く必要がある。（第２回 林構成員）

 ＮＨＫ資料の４８ページ目、ＮＨＫ共聴、ミニサテ、小規模局というのが６％であるということで、ここが人口減少時代の在り方に対して非常に重い問題をＮＨＫから
ボールを投げられたものと認識している。非常に重たいボールだが、目をそらさずに対応していかなければいけないのではないかと思っている。（第２回 森川構成
員）

 改めて当面の課題というのは、ミニサテ等を含んだ小規模中継局設備の更新問題のように思える。特にそのポイントは、放送事業者の費用負担であると思うので、
ブロードバンド代替などとの費用負担の比較は避けて通れないのではないかと思う。（第３回 伊東座長代理）

 現行の放送方式を維持しながら、並列的にその高度化を図る方式の開発が必要なのではないか。セグメント分割のほか、階層分割多重（LDM）と呼ばれているス
キームも有力であり、今後、検討に値するのではないか。（第３回 伊東座長代理）

 今後の課題としては、ハードとソフトの分離として、ＮＨＫと民放の共同出資によるハード会社の設立というものがこれまでこの検討会で主に議論してきたマスメディ
ア集中排除原則の緩和と同様に、あるいはそれ以上により大きな経営の合理化に資する可能性があり、検討に値するのではないかと思うので、作業チームの議論
を含めて、ぜひ議論を進めていっていただきたいと思う。（第７回 林構成員）

 異なるローカル局のマスター設備の維持管理運営というのは、既存の系列の地上放送のネットワークでもし集約することが可能であるならば、多額な設備投資とか
技術部門の人件費の削減など効率的な運用が可能になると思うので、シミュレーションの一つとして検討していただきたい。（第７回 林構成員）

 放送局のハードウエアを語る場合、演奏所の中核をなす設備であるマスター設備と、それから親局、中継局、ミニサテ局などの送信・中継設備とは分けて考える必
要があると思う。前者のマスター設備については、系列局のグループで１か所に集約し、統合されたマスター機能をキー局内などに設置する方法や、一部の機能を
クラウド化する方向が考えられると思う。一方、送信・中継設備については、各放送局から送信・中継設備を切り出して、例えば同一放送対象地域内の放送局が共
同出資した企業体がそれらの中継設備等を保有し、運用し、維持管理するモデルであり、そこにＮＨＫも加わっていく、こういった構想だと推察される。こうしたことが
実現すると、放送局内のハードウエアは激減し、かなり身軽になるが、主に経済合理性の観点から、こうしたことが有力な選択肢となり得るのかどうか、またそうなるた
めの課題等について、今後検討する必要があるかと思う。（第７回 伊東座長代理）

論点２に関する構成員等の主な意見②
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【構成員の主な意見】

 インフラの整備を考えていく中でも、どういう形で放送事業者の義務を課しているのかは、論点４でもあまねく受信義務の話や努力義務の話も関わってくる。こういっ
たところで要求される水準であったり、その中での資本関係であったりなど、こういった規制によって、本当にやろうとしていることができるかできないかというのは変
わってくる局面もあるかもしれない。そういった意味では、論点２を考えていくに当たっては、必要なインフラの見直しもしながら、制度面のほうも必要に応じてさらに
整理を行っていくことは重要と考える。また、マスター設備の効率化の点も非常に重要ではないかと考える。放送対象地域やマスメディア集中排除原則を議論して
きたが、やはりマスター設備について、事業者の方々のお話を聞いたりすると、負担としておっしゃられることも多いと感じている。制度面だけに関わらなくても、実質
的な負担を下げられる可能性が高い部分ではあると思うので、そのほかの設備共用化やミニサテ局もそうだが、マスター設備の論点自体もかなり重要と考えるので、
またこれは追って議論したい。（第７回 落合構成員）

【ヒアリング者の主な意見】

 地上民放テレビ事業者は「あまねく受信の努力義務」のもと、視聴者に確実に情報を届けるため、放送ネットワークインフラの維持に尽力しており、今後も義務の履
行に最善を尽くす考え。民間放送事業者としては、経済合理性の視点が不可欠である。他の事業者との連携・協力や、場合によっては新しい技術の活用などを含
めて、視聴者に情報を届けるための合理的・効率的な手段を模索してまいりたい。放送ネットワークを合理的に更新・運営するために新しい技術の活用を検討する
としても、コスト負担のあり方、技術的な課題の有無、条件不利地域のブロードバンド整備状況を含め、様々な課題の整理が必要である。また、中継局の多くはＮＨ
Ｋとの共同建設となっており、更新・運営におけるＮＨＫとの協調にも留意する必要がある。（第２回 一般社団法人日本民間放送連盟）

 持続可能性ある二元体制の維持・強化に向け、放送のネットワークの最適化について、民放と連携を深めて推進していきたい。（第２回 日本放送協会）

 マスター設備についても新しい技術や集約化によって効率化を図る。次期マスター設備の整備に向けた検討として、機器間接続のIP化・一部機能のクラウド化や、
設備のIP化・小型化・省電力化による集約を検討。（第２回 日本放送協会）

 ハードソフト一致体制が維持困難となっている。ハードを持たない放送事業者も含めて番組を提供する体制にするのが望ましい。（第３回 多賀谷名誉教授）

 過疎化も進む中で、放送事業者があまねく義務をこれまでと同様に達成することは困難になりつつある。ハード・ソフト分離の促進は、インフラとしての放送維持のた
めの社会的コストの総量削減に資する。ブロードバンド代替は、小規模中継局の代替として期待される選択肢。（第３回 宍戸教授）

論点２に関する構成員等の主な意見③



9【論点３】 放送コンテンツのインターネット配信の在り方

◆ 情報空間が放送以外にも広がる中においては、インターネットを活用し、放送コンテンツの価値を向上・浸透さ

せていくことがこれまで以上に重要となってくる。

◆ このため、放送との一定の役割分担を意識しつつ、各放送事業者による経営判断の下、インターネット配信を

更に進めていくことを検討していくべきである。

 放送コンテンツのインターネット配信の在り方については、視聴者のニーズのほか、テレビを保有・視聴しない者へのリー
チ、災害情報、地域情報等の社会の基本情報の提供等といった放送の役割を踏まえて検討していくべきである。

 また、そうした放送の役割がインターネットという広大な情報空間の中でも引き続き果たされるためには、放送に準じた役
割を担う取組を行う配信サービスを後押しする仕組について検討していくべきである。その際、コストや普及の実現性等
を鑑み、輻輳や遅延等の発生による品質の低下をある程度許容すべきである。

 ただし、インターネット配信は各放送事業者の経営判断により行われるものであることから、一律の取組を求めるのでは
なく、公共的な取組を進める者に対してインセンティブを付与するような方法を検討していくべきである。

 加えて、「誰もが目を通すメディア」（プラットフォーム）に放送コンテンツが提供されることが重要である。災害時に「誰もが
目を通すメディア」としてあり続けるためにも、当該プラットフォームにおいて平時から必要な情報が必要なときに得られる
ことや、地域性を考慮した地域情報等が提供されることが重要であり、こうした視点も踏まえ、TVerやNHKプラス等の各プ
ラットフォームが「誰もが目を通すメディア」として発展し、従来の放送に準じた公共的役割を担ってもらうことが期待される。
このため、広く普及しているプラットフォームにおいて、公共的役割を担うコンテンツがより視聴されるための取組について
も検討していくべきである。その取組の一つとして、操作性や利便性の観点から、例えば、普段からテレビで放送コンテン
ツのインターネット配信を簡便に視聴できる（TVerやNHKプラスの同時配信や見逃し配信がすぐに起動する）ようにするこ
となど、ユーザーアクセシビリティを確保していくべきである。

 また、プラットフォームの活用方法についても、インターネット配信が各放送事業者の経営判断によるものであることに留
意して検討していくべきである。
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【構成員の主な意見】

 視聴環境の変化に合わせて、多様な受信方法を認めるべきというニーズがあり、放送のインターネット配信は重要な検討課題だと認識しているが、すぐに全国レ
ベルで実現することは難しい。しかし、条件不利地域における光ファイバによるブロードバンドネットワークの維持を支援する仕組みがもしつくられたならば、その
活用として、放送コンテンツを流すという選択肢もあるかもしれない。（第１回 三友座長）

 放送は、地域や文化の多様性を尊重し、多様な視聴者層に配慮した、良質で卓越した多様なコンテンツを生み出して作り続けていくということが求められる。支援
を通じて、多様なコンテンツを生み出していくということは、１つのやり方であるのではないか。（第１回 飯塚構成員）

 若年層が主にネット側の空間でメディア接触しているのであれば、そちら側に放送事業あるいは放送コンテンツが、自由に出ていける選択肢を後押しする仕組み
があってしかるべきではないか。各放送事業者は、自社がライツを持っている番組を前提に配信を考えなければならず、自社制作比率が低いローカル局におい
ては、対象となる番組が多くはないため、難しい状態と感じる。（第１回 奥構成員）

 今後ますますインターネット広告費が拡大していく事が予測され、そのビジネス領域に入っていきやすい環境や財務体質の堅牢化ということが求められるのでは
ないか。（第１回 奥構成員）

 ネットへの動画配信に移行した層へのアクセスを取り戻すことも、できる範囲で行っていただくのが重要。（第１回 落合構成員）

 参考資料４では公共放送の在り方検討分科会における私の発言（※）が引用されているが、公共放送の常時同時配信のあるべき役割論・機能論をしっかり検討
すべき。（第１回 林構成員）
※テレビ受信機で受信していない非リーチ対象のアクセスをどう担保するか、とか災害時や非常時へのアクセスをどう担保するかといった、いわば公共放送として
のユニバーサルサービスとしての機能をいかに充実させるかという見地から、常時同時配信のあるべき役割論・機能論を再定義することが重要。

 放送コンテンツについては、現在のようにインターネットが社会生活上及び技術的に広範に利用されているという条件下で、放送が平常時及び非常時に社会生
活上基本となる情報を伝達する役割を果たすというのであれば、インターネット配信を抜きにこうした放送の役割は果たせるのか問われていると思われる。（第１回
山本隆司構成員）

 災害時や選挙・国民投票時に、基本情報をTVerにおいて優先的に配信するといったサービスを行っていく考えはあるか。（第２回 山本龍彦構成員）

 TVerについては、今後、「誰もが目をとおすメディア」（ポータルサイト）になる可能性がある。基本的情報をTVerで流していくことも考えられるのではないか。 TVer
を「放送」（準放送）のコンソーシアムのようなものにしていくという方向性も。（第２回後の追加意見 山本龍彦構成員）

 NHKについては、コンテンツ強化の方向性は大いに首肯できる。ただ、それをどのようにして多くの方に届けるのかがポイントになる。NHKプラスの在り方をさらに
検討していくことが求められるが、仮にNHKプラスが「誰もが目をとおすメディア」にならないならば（あるいはそれが困難であるならば）、YouTubeなどプラットフォー
ムとの連携（プラットフォームに対する公共的規律）が重要になるのではないか。プラットフォームに対して、公共的メディアのコンテンツの優先配信（目立たせるな
ど）を行わせることも検討してよいのではないか。（第２回後の追加意見 山本龍彦構成員）

 様々なプラットフォームで放送のコンテンツが見られるようになっていくこと自体は重要だと思う。また、こういった取組を続ける必要は、民間での取組もそうだし、政
策的な後押しもしっかり行っていくべきだと思う。ただ、接点が増えるというだけで十分かというと、制作能力、もしくは編集能力の更なる向上をはかり、放送事業者
の方にさらに力をつけていっていただいて、より様々な発信者から提供されるコンテンツとの関係でも価値を見いだされ、より広い方にしっかり届くようになっていた
だきたい。そういった編成能力や制作能力、こういったものの向上についても、政策的な後押しができるようなところがあれば、ぜひ取り組んでいくことも大事では
ないかと思う。（第７回 落合構成員）

論点３に関する構成員等の主な意見①
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【構成員の主な意見】

 このような時代になると、各国の制度によって情報源の多様性が確保されていない制度の下でどのようなことが起こるのかといったことが如実に分かるような状況に
もなっている。情報源の多様性とか多元性といったものを維持することの重要性を日々実感する今日この頃だが、併せて感じているのが、かの国でテレビを中心と
して視聴する親世代と、ネットにも接している子世代との分断が起こっているということ。親世代自身が放送をネットで見られるということで、ネットへのアクセスを可
能とするような状況になっていると、ネットそのものへの関心も深まってくるし、多様な情報に接することもできるし、そういう情報源に接している別の世代との対話も
促進されるということで、やはり放送というのはネットの世界に出ていかなければいけないということを改めて痛感させられる出来事であるのではないかと思う。この
ため、ネットのほうにうまく出ていくために、どのような対応が望ましいのかというのを引き続き検討していきたい。（第７回 大谷構成員）

 論点１の放送の役割と論点３のネット配信は、実は表裏の関係だと思う。昨今の国際情勢もそうだが、フェイクニュースも含め、何が本当で何がうそかということも含
め、インターネット経由の情報に偏りがあるというのは御指摘のとおり。ジャーナリズムに裏付けされた一次情報を取材した記事、あるいは映像情報をいかに放送
局がしっかり放送するか、あるいは報道するかということは非常に大事だと思う。しかし、実はそれらが見られてなければ意味がないというところもまた真であり、第１
回会合の際にご説明させて頂いた通り、特に若い人に限って言えば、テレビ番組を放送波で見ている時間よりはネットの空間で過ごす時間のほうがかなり多くなっ
ている。そういう意味では、やはり今後は放送サービスをいかにネット空間に拡大していくかというところを視野に議論を重ねていきたい。「何が伝えられているか」
というのはすごく大事だが、ネットリテラシーの高い若者は「何が伝えられてないか」という逆の視点で、放送やネット側のサービスやプラットフォームなどを評価する
という側面もある。そういう意味では、決して放送だから良いというわけではない。大きな視野で、“先回り”、ユーザーが向かっていくであろう方向性を先取りした制
度設計やサービスの拡大、テレビ機能の拡大が議論になる事を今後期待する。（第７回 奥構成員）

 テレビを持っていない人たちのリーチへの在り方や、受像機のついてないモニターを利用している当事者の声を拾う、ないしはネットフリックスなど、専ら反対側か
らやってきている人たちの観察というのが大事かなと思う。地続きでほとんど同じものとして若者は見ていると思う。反対側からのインプットというのもこういう場所で
はやるべきではないかと思う。（第７回 瀧構成員）

 ネットでの視聴データというものを情報共有していくという方向性で考えていくということも一つの方法論としてあり得るのではないか。イギリスなどはまだ検討段階
だが、ネット配信で地上波を見るという方々の視聴データについて、ネット配信プラットフォームの方々とテレビ局の方々及び規制当局のみんなで情報共有して、
今後の視聴行動についてのトレンドというものを分析するために情報共有していくという、そういうルールづくりのようなものができるとよいかと感じた。（第７回 飯塚
構成員）

論点３に関する構成員等の主な意見②
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【ヒアリング者の主な意見】

 問題は、放送という情報空間が極めて大きな包摂性をもっており、国民のほとんどがこの空間にコミットしていることを前提としていたところ、こうした前提が崩れつ
つあるのが現状である。そこで、放送局制作のコンテンツが、より広く流通することを確保することが課題となる。（第２回 曽我部教授）

 民放事業者のインターネットの活用は、ローカル局を含めて、各社の創意工夫のもと、様々な取り組みが既に展開されている。民放事業者は、新しい技術を取り
入れ、視聴者・リスナーへの情報やコンテンツの提供にいっそう注力していく。一般論としてインターネットの活用は、各社の経営基盤の強化のための一つの有力
な選択肢だが、民間事業者が安定的・継続的にサービスを提供するには事業性が見込めることが前提。民放事業者のインターネット活用は個社の事業戦略に基
づくものであり、一律の取り組みを求めることはなじまない。（第２回 一般社団法人日本民間放送連盟）

 デジタル時代においても、NHKや民放は、主にインターネットを利用している人からも情報源として活用され、評価されている。ネットでは、デジタル技術により利
便性が高まる一方、フェイクニュース、フィルターバブル等のインターネットの負の側面も出てきている。そうした中、視聴者は、インターネット等の広がる情報空間
に対して課題認識を持っており、ＮＨＫの取り組みを期待している。（第２回 日本放送協会）

 災害時や選挙・国民投票時に、基本情報をTVerにおいて優先的に配信するといったサービスについて、優先的という事ではないが、リアルタイム配信で放送局
の番組をそのまま配信することは、今回の総選挙でも実施した。災害情報に関しては、ユーザーに誤解を与えない運用が必須で、ディレイ等の問題にどう対応す
るかが課題。（第２回後の追加質問への回答 株式会社TVer）

 公共放送における同時配信等のデジタル活用の遅れが国民の知る権利やデジタル情報空間にもたらした影響とその反省が不可欠。（第３回 宍戸教授）

 ネット配信については、コストや普及の実現性、普段使いしてもらえるか等との兼ね合いで、（放送と比較して６～８割がけであったとしても）品質の低下をある程度
許容してよいのではないか。災害時を含めた公共的機能を最低限、果たし得る体制を確保しておくことが必要。（第４回 鈴木教授）

 ネット配信そのものの強靭化（二重化等）はもちろん将来的に望ましいが、コスト等との兼ね合いを考えると、今は放送のネット配信自体を急ぐべき。（第４回 鈴木
教授）

 緊急地震速報の信号をメインの映像ストリームから分離することにより緊急地震速報を迅速に送信することも考えられるのではないか。（第４回 鈴木教授）

 ネット配信が、災害時・非常時の情報提供メディアとしてあり続けるためには、平時から、必要な情報が必要なときに得られることが重要。また、地域性の考慮がま
すます重要。総務省の実証のように、全国共通の配信アプリでローカル情報の露出の確保に向けたユーザインタフェース改善などは良い方向性。（第４回 鈴木
教授）

 ネット配信の本格化に伴い、災害時の輻輳対策の真剣な考慮が必要（避難所にサーバを設置して番組をキャッシュし、トラヒックを避難所内に閉じ込めるようにす
るなど、非常時に備えた取組が必要）。併せて、災害報道が視聴者に確実に届くよう、状況に応じて他のコンテンツよりも“優先制御”すること、“ゼロレイティング”
の対象とすることなど、いわば情報のアービトラージも検討に値すると思量。（第４回 鈴木教授）

 操作性の観点から、「普段から」「テレビ」で「同時配信」や「見逃し・追っかけ配信」を「簡便に」視聴できるようにしておくことが望ましい（例えばNHK＋やTVerが
ぱっと起動できるようにするなど、アクセシビリティを向上させることが１つの有効な解決策と思量）。ただし、いざという時に惑わずにマニュアル操作ができるよう、テ
レビジョンとテレビポータルの操作性の向上が重要。（第４回 鈴木教授）

 利便性の観点から、NHKと民放のサービスが分かれることは望ましくなく、NHK＋とTVerの一体化を目指すべき（テレビジョンが一台あれば、まずは足りるようにす
ることが肝要）。（第４回 鈴木教授）

論点３に関する構成員等の主な意見③



13【論点４】 デジタル時代における放送制度の在り方①

◆ デジタル時代において放送が引き続き社会的役割を果たしていくため、論点１から論点３までの整理も踏ま
え、放送法令等の制度において必要な措置を講ずるべきである。
◆ その際、当該措置は、放送が長らく培ってきた地域文化や地域との絆、地域メディアとしての役割等を毀損
するものではなく、今後も長く維持・発展させていくためのものであることに留意すべきである。

（１）マスメディア集中排除原則の見直し
 放送の多元性・多様性・地域性の確保を目指すマスメディア集中排除原則について、インターネットを含め情報空間が放送
以外にも広がる中で、経営の選択肢を増やす観点から見直しを図るべきである。

【地上基幹放送関係】
○ 異なる放送対象地域について、特にローカル局の経営力の向上を図り、隣接県に限らない経営の連携が可能とする観
点から、次の①及び②を措置すべきである。

①認定放送持株会社傘下の地上基幹放送事業者の地域制限の撤廃
・認定放送持株会社制度が資本関係を通じたグループ経営を可能とするものである一方で、放送の多元性・多様性・地
域性に与える影響を考慮し、傘下の地上基幹放送事業者の地域制限（12都道府県まで）が設けられているが、資本関
係と自社制作番組比率との間に関連性が特に認められないなど、大きな影響は見られていない。こうした制度の趣旨、
これまでの運用状況及び事業者ニーズを踏まえると、地域制限を維持する必要性は認められない。

②地上テレビ放送の異なる放送対象地域（認定放送持株会社制度によらない場合）に係る規制の特例の創設
・認定放送持株会社制度によらない場合でも経営の選択肢を増やす観点から、一定の制限の範囲内において、地上テ
レビジョン放送について隣接・非隣接に関わらず兼営・支配を可能とする特例を設けることが適当である。その場合、兼
営・支配を可能とする一定の数の制限については特定隣接地域特例を参考とすることが考えられる。
・なお、特定隣接地域特例については、現在、関東・中京・近畿の３つの広域圏はその対象から除かれているが、広域圏
も対象とすべきかどうかについては、広域圏の影響力も踏まえた整理が必要。
※ ①及び②のいずれについても、議決権保有による支配関係のみならず、役員兼務による支配関係についても緩和の効果が及ぶ。

○ 他方、同一放送対象地域に係る支配関係の基準は、放送の多元性・多様性・地域性に与える影響を考慮し、現時点で
は現状維持とすべきである。
・ただし、同一放送対象地域内において、放送設備の共同調達や共同利用といったハード設備を核とした連携など、ネッ
トワーク系列を超えた地域内での連携も考えられるところ、そうした連携を行う上で、マスメディア集中排除原則の緩和に
より、資本関係等の強化を求める具体的なニーズがあるかどうか、引き続き注視。



14【論点４】 デジタル時代における放送制度の在り方②

【衛星基幹放送関係】
○ 認定放送持株会社制度の特例として認められている衛星基幹放送（BS放送)のトランスポンダ数の保有上限規制（０．５
トランスポンダ）自体は、現時点においてはBS放送に割り当てられる総トランスポンダ数に変更がないことに鑑みると、現
状維持とすべきである。
・ＢＳ放送に割り当てられる総トランスポンダ数が変わらない状況にあっても、圧縮技術の高度化等により、同じ帯域の中に
より多くのチャンネルが収容できるようになり、画質の向上も図られるようになる。これにより、放送の多元性・多様性が一
層確保されると考えられる。
・こうした点を踏まえ、個々の認定放送持株会社における衛星放送事業の経営の選択肢や柔軟性を拡大する観点から、
例えば、認定放送持株会社が衛星基幹放送（BS放送）を追加的に１チャンネル保有することで一時的に上限（０．５トラン
スポンダ）を超える場合であっても、関係するチャンネルに高効率な圧縮方式を新たに導入して周波数を有効に利用す
ることにより、一定期間経過後に上限内に収めることができる計画を有することが確認できれば、当該期間内においてそ
れを容認する特例措置をとることが適当である。



15【論点４】 デジタル時代における放送制度の在り方③

（２）放送対象地域の見直し
 「同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域」たる放送対象地域は県域を基本とし
ているが、地域社会の実態等を踏まえつつ、経営の選択肢を増やす観点から、同一の放送番組の放送対象となる地域
について柔軟化を図るべきである。

 具体的には、放送対象地域自体は現行から変更せず、希望する放送事業者において、複数の放送対象地域における放
送番組の同一化が可能となる制度を設けるべきである。
・放送番組の同一化を可能とする地域については、放送の多元性・多様性・地域性に与える影響を考慮し、マスメディア集
中排除原則における隣接の概念を参考に、一定の制限を設けるべきである。
・なお、経営基盤強化計画認定制度においても放送番組の同一化が可能であるが、当該制度は、事前の認定手続きに基
づく国の一定の関与の下で様々な規制の特例が適用されるもの。一方、今回の同一の放送番組の放送対象となる地域
の柔軟化については、放送を取り巻く大きな環境変化を踏まえ、事前の手続きなしに戦略的に経営の選択を行うことを可
能とするものと整理ができる。

 また、当該放送事業者に対して、地域情報の発信を確保するための仕組を併せて措置すべきである。
・地域情報の発信を確保するための仕組としては、例えば、認定放送持株会社傘下の放送事業者には地域向け自社制
作番組確保の努力義務規定※が設けられている。放送番組の同一化を行う放送事業者について、例えば、それぞれの放
送対象地域に係る地域情報の発信を確保するための努力を促すことや、地域情報発信に係る取組の見える化のため、
その計画や取組状況を当該放送事業者自らが公表する等の仕組を設けることが考えられる。その際、番組制作への注力
という目的の実現に向け、具体的な方法は放送事業者に委ねつつも、視聴者への説明責任が果たされるようPDCAサイ
クルを確保することが重要である。このような地域情報の発信を確保するための仕組について、引き続き、幅広い関係者
の意見も参考にしつつ検討していくこととする。

※ 放送法（昭和25年法律第132号）
（関係会社の責務）

第163条 認定放送持株会社の関係会社である基幹放送事業者（その基幹放送に係る放送対象地域が全国である者を除く。）は、国内基幹放送の
放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作
する放送番組を有するように努めるものとする。



16【論点４】 デジタル時代における放送制度の在り方④

（３）公共放送におけるインターネット配信の制度的位置付け
 公共放送におけるインターネット配信の制度的位置付けについて、視聴者のニーズのほか、テレビを保有・視聴しない者
へのリーチ、民主主義の基盤、災害情報等の社会の基本情報の提供、インフォメーション・ヘルス（情報的健康）の確保
等といった放送の役割を踏まえて検討すべきである。

（４）その他
 これらのほか、必要となる措置について更に検討を進めるべきである。

（考えられる検討事項の例）
・ブロードバンド等による代替とあまねく受信義務（放送法第20条第５項）・あまねく受信努力義務（同法第92条）との関係
・設備共用を行う場合や特定の事業者等が複数の放送事業者の放送ネットワークインフラの保有・維持管理を行う場合と認定・免
許、安全・信頼性基準等の制度との関係



17

【構成員の主な意見】

 本来、放送の多様性を維持することを目的としていた制度は、人口減少という局面、あるいは、デジタル時代においては、むしろ多様性維持の制約になっている
可能性がある。マスメディア集中排除原則をはじめとする従来の制度が適切に機能しているかを確認し、その在り方を検討すべき。（第１回 三友座長）

 動画配信が全盛となる中で、テレビ局や総務省において、従来の放送ネットワークのインフラだけにこだわらない形での事業展開も視野に入れていただきたい。
（第１回 落合構成員）

 マスメディア集中排除原則等の規制も、制度ができた頃には適切な環境整備につながるものであったが、AmazonやGoogleなども競合するような環境であれば、
何を目的とし、どのような手段が規制として適当なのかというのを、民放事業者の要望も踏まえながら検証していくことが必要ではないか。（第１回 落合構成員）

 マスメディア集中排除原則等も、沿革的な制度の必要性や重要性は、これまではもちろん存在したが、今のご時世において、その目的と手段が本当に適合的な
のかは、本検討会でも折に触れて検討していくべき。（第１回 林構成員）

 参考資料４では公共放送の在り方検討分科会における私の発言（※）が引用されているが、公共放送の常時同時配信のあるべき役割論・機能論をしっかり検討
すべき。（第１回 林構成員） 【再掲】
※テレビ受信機で受信していない非リーチ対象のアクセスをどう担保するか、とか災害時や非常時へのアクセスをどう担保するかといった、いわば公共放送とし
てのユニバーサルサービスとしての機能をいかに充実させるかという見地から、常時同時配信のあるべき役割論・機能論を再定義することが重要。

 チューナーレスが進めば、従来の意味におけるテレビは見れなくなる。また、テレビ受信機を基準として維持する限りは、受信料も取れなくなって、公共放送の財
源的な問題も出てくるのではないか。（第１回 山本龍彦構成員）

 放送制度を考える上で、放送秩序の中の多元性・多様性・地域性は重要であるが、情報空間全体の中で、意見・文化の多元性・多様性・地域性に注意を促す
放送の役割を維持向上させるという観点も、今後ますます重要になるのではないか。（第１回 山本隆司構成員）

 マスメディア集中排除原則の規制について、極端な状況として、大量かつ多彩なコンテンツが提供されたとしても、それが一の放送局によって提供された場合、
真に多様性があるといえるか。（第２回後の追加意見 大谷構成員）

 今のマスメディア集中排除原則は、資本とか役員関係を一律の基準とか閾値で規制しようとするものなので、どうしても硬直的な運用になったり、時代の情勢に
合わなくなったりするというおそれがある。マスメディア集中排除原則が国際的に通用するメディアコングロマリットの実現を妨げているので緩和すべきだという話
があったが、こういった大上段の議論でこの問題を検討するのではなく、まずは実態把握、実効性の程度はどういう程度であるのかとか、あるいは実態がどうなっ
ているのか、現状が必ずしも明確とはなっていない気がするので、まず本検討会で検証してみることが必要ではないか。（第２回 林構成員）

 「ニュース砂漠」が起きないよう、地方局を支援することも重要と考えるが、その支援が公共的役割（公共的コンテンツ）に結びついているのか、検証していくことも
重要（支援と、コンテンツのモニタリングをセットにした議論が重要）。誰が、どのように検証していくかも議論すべき。（第２回後の追加意見 山本龍彦構成員）

 自社コンテンツや地域の有形無形の人的・物的ネットワークを含むローカル局が持っていたアセットと、地域のリアルなつながりを組み合わせた一種の地域ビジ
ネスを開拓していくことで、放送外収入や新規事業をどう開拓していくかということも問われているような気がする。これまでの系列等の枠組だけではなく、系列や
地域あるいは業種を超えた連携というのがカギを握るようにも思うる。（第３回 林構成員）

 県域免許を少し変えていく、実態に合った地域での活動を踏まえた形での制度を作っていく中でも、情報発信の部分は免許の単位にこだわらず発信できるよう
にしたほうが、もしかすると地域性という意味ではプラスになる部分もあるのかもしれない。むしろ、そこは無理に一致させないほうがいいのかなという気もしながら
伺っていた。（第３回 落合構成員）

論点４に関する構成員等の主な意見①
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【構成員の主な意見】

 マスメディア集中排除原則について、放送対象地域が重複しない場合の規制は、制度の趣旨からいっても、あるいは個々の系列の中で経営の選択肢を増やすという
観点からも、認定放送持株会社の場合も、そうでない場合も、撤廃してもよいかと思う。他方で、放送対象地域が重複する場合については、放送の多様性の点からも、
あるいは各局の独自性とか競争状況に鑑みても、現状維持がよいのではないかと思う。ただ、マスメディア集中排除原則の緩和という話になってくると、小さな経済圏
の情報発信、地域性というのが減るということが懸念されるので、何らかの手段によって、そのローカル情報の総量なりを維持、拡大して、その小さな県の情報発信の
減らない仕掛けが必要だと思う。この点、例えば免許や再免許の機会を捉えて、そういった条件づけを措置するということも一案だと思う。（第４回 林構成員）

 基本的には、この放送免許制度、あとはマスメディア集中排除原則規制というのが相まって、全体として県ごとに事実上、地域分割したような規制がされてきたのが今
までの状況。最初にこの規制が成立した際には、経済成長の状況も踏まえて合理的な内容だったんだろうと思うが、人口減少社会や、情報通信を基盤とするサービ
スの進展という変化が生じている。この中で、コスト負担の構造もそうだし、収益を上げるという意味でも、競争者が異なったレイヤーから現れてきていることがあるので、
マスメディア集中排除原則や放送対象地域について、放送事業者側が通信側のサービスに対抗するための重い足かせになり過ぎている部分も出てきたのだと思う。
（第４回 落合構成員）

 現実に認定放送持株会社制度を使っていない放送事業者が多いので、３分の１超の保有不可や役員の兼任といった類型についても見直しをしていくということが、
認定放送持株会社に限らず、必要なのではないかと思う。（第４回 落合構成員）

 複数地域での同一放送を可能とすることも、取り組むべき一つの選択肢なのだろうと思う。規制改革推進会議でも、やはり放送事業者に武器を持ってもらうことが必要
なのではないかという視点を持って議論をしていた。そういった観点では、ブロックに限らずということを含め、隣接県などで住民のニーズが共通するような場合もあると
思う。また、放送のマスターの話もあったが、こういった設備投資も重要な視点になるかと思う。これらの観点で、今後の検討会のスコープに合わせて、必要な施策を
実施できるように見直すことは必要だと思う。（第４回 落合構成員）

 マスメディア集中排除原則の多元性・多様性・地域性という原則の部分は非常に重要というのは、状況としては変わらない。放送の制度を考えるに当たって、この基本
原則を維持していくことは重要だろうと思う。一方で、今の放送局の、特にローカル局の放送の中で、結果としてキー局がつくられたコンテンツがかなり流れてしまって
いるところもあり、独自のコンテンツというのが、地域ニュースに限らず、必ずしも十分に見られないような状況になっていると感じる。地域ニュースは一番重要だと思う
が、地方局が独自のコンテンツをそれ以外の面でも、ぜひ積極的に出すことにつながるような施策も打てるとよいのではないか。（第４回 落合構成員）

 経営基盤強化計画認定制度については、そういう既存のある仕組みを流用していく意味で、そういう方法もあると思うが、一方で、今回のこの検討が何を目的としてい
るかに立ち返ると、駄目になった放送事業者の方を救済する形ではなく、むしろ、そうなる前に十分に経営の選択肢を確保していただくことが重要だと思う。そういう意
味では、経営基盤強化計画認定制度だけでなく、より積極的な施策を打つための検討を行い、方策を十分に準備することが必要と考える。放送法の制度面でもそう
だし、インフラも通じて実施していくのが重要だと思う。是非そういった観点で、より積極的な施策を進めるような形で、早め早めに手を打てるような形で御検討いただ
けるとよい。（第４回 落合構成員）

 放送事業者の経営の選択肢を確保し広げていくということによって放送そのものの持続可能性を追求するということについては基本的に賛同するが、そのとき、放送
の価値を低減しないための多様性の確保、そして地域性の確保ということの政策をどのような形で実現するのかについても十分に議論する必要があるかと思う。（第４
回 大谷構成員）

 経営基盤強化計画認定制度は、地域性の確保措置、多様性の確保措置について、行政による地域の指定であるとか審議会の関与を経て認定をするという、行政の
関与がちょっと強いタイプの方法を選択したわけだが、それをもう少し行政寄りというよりは、放送事業者の自律的な選択と、その自律的な選択の結果として多様性も
地域性も確保するために、行政の側の関与を小さくしても、それを実現できる方法はないか模索していく必要があるのではないかと考える。使い勝手のよくない制度
だという意見もあるので、全部を撤廃してしまえばよいという考え方もあるかもしれないが、撤廃ではなく、何らかの確保措置を考えていく上で、どのような仕組がよいの
かといったことも論点に加えた上で検討していく必要があると思う。（第４回 大谷構成員）

論点４に関する構成員等の主な意見②
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【構成員の主な意見】

 一番重要なＫＰＩは何ということは考えるべきだと思う。いろんな再編であったりとか緩和をした後に、例えば番組制作力であったり、地域の独自性ある番組であったり、
もしくは災害に対するレジリエントの体制を持つかといった、何かそういう番組制作力の担保が大きなプライオリティーにあるとするのであれば、本来であれば、今、地
方局では実際に何％が実際のオリジナルの番組として存在していて、これは最低限、どういう方向までというものがあるのではないか。パーセンテージのＫＰＩは掲げる
ことはハードルが高いにしても、ちゃんとモニタリングするべき数字ではないかと思う。出資規制等がある一方で、コンテンツがかなり共通化されているという状況は、本
来の趣旨に照らして、ちょっとミスマッチというか、ちぐはぐな印象をどうしても受けてしまう。（第４回 瀧構成員）

 制度的な改革をした場合には、やはりその成果というものをモニタリングするということが重要になってくると思う。ローカルな情報発信がしっかり確保されているのか。
例えば、地域情報の割合等を公表するとか、そういう形でモニタリングしていくということも重要なのではないかと思う。（第４回 山本龍彦構成員）

 こういう改革について、放送事業者の目線だけで考えるのではなく、やはり地域住民の目線というのも重要。地域住民の意識調査が既に行われているのであれば、そ
れについても目配せする必要があると思うし、行われていなければ、今後、何らかの形で、地域住民の声というものを拾っていくことも重要と思う。（第４回 山本龍彦構
成員）

 今後、独自のローカル番組が一定量流れていることをきちんとチェックしていくことは必要と思う。また、独自のローカル番組の制作について、イギリスにおいては基金
を設け、なかなか資金の集まらない地域番組制作に資金援助をするという仕組があるので、そういったことも一つ政策オプションとして考えていって、地域の番組を活
性化していくということにつなげていくやり方もあるのではないかなと思う。（第４回 飯塚構成員）

 放送番組の制作のみならず取材や地域密着イベントを企画するなど地域の情報をその地域だけではなく全国に届けることもできるとすれば、それは情報空間の多様
性の実現にも寄与していくものではないかと思うので、今の認定放送持株会社の１２都道府県制限は、具体的なニーズもあるということで緩和することは本当に必要だ
と思う。（第５回 大谷構成員）

 認定放送持株会社に関する資本規制等の緩和については、基本的に緩和していくことに賛成。（第５回 落合構成員）

 認定放送持株会社に関して、現行が１２都道府県であるところ、どこまで緩和するかは、明確な数字がある程度の根拠を持って示せればよいが、なかなかにわかには、
私には思い浮かばないところがあり、もしそれを示すことができないとすると、結局、全面的に緩和する、撤廃する方向になるのではないかと思う。（第５回 山本隆司構
成員）

 認定放送持株会社制度によらない放送対象地域の異なる地域へ拡大については、放送事業者にとっては経営の選択肢を増やす効果があると考えられる施策である
し、規制改革会議でもできる限り地方局の選択肢は増やせるようにしていくべきという議論もしていたので、プラスになる分があるということで賛成したい。しかし、多元
性・多様性・地域性への配慮は必要だと思うので、放送対象地域を拡大することだけによって必要な価値観が失われないような施策を行いつつ緩和をできるのではな
いかと思う。資本規制の緩和の具体的な方法についても、隣接地域に限らず、３分の１以上の出資という兼営ですとか支配というのは認めていくべきと考える。異なる
放送対象地域での資本規制の緩和をできるようにしていくことも重要ではあり、できる限り広めていくべきではあるとは考えるが、一方で、無制限に解除を行うべきかは、
本日、論点提起がされたばかりなので、引き続き議論できればと思う。（第５回 落合構成員）

 認定放送持株会社制度以外の場合で異なる放送対象地域に関しては、ラジオ４局特例にテレビも合わせるという方法が１つあろうかと思う。恐らく、現在の認定放送持
株会社の１２都道府県という数字が、現在の特定隣接地域特例、プラスラジオ４局特例で大体これぐらいの数字になると思うので、ラジオ４局特例をテレビにも適用する
のは一つの考え方かと思う。（第５回 山本隆司構成員）

論点４に関する構成員等の主な意見③
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【構成員の主な意見】

 「認定持株会社の12放送対象地域制限」は撤廃してもよいのではないかと思う。（第６回 林構成員）

 認定放送持株会社制度によらない場合の異なる放送対象地域について、「兼営・支配を可能とする数は具体的にどのような数が適当か」という点は、特定隣接地域特
例が参考になるのではないか。特定隣接特例は「経営の選択肢を増やすため制度化」されたものであるため、同じ理由付けが妥当する。（第６回 林構成員）

 持株の場合に限らず、隣接県特例に限らず連携ができるようにすることは重要だと思う。（第６回 落合構成員）

 マスメディア集中排除原則の見直しの方向性と放送対象地域の見直しの方向性について、基本的に賛成。経営選択肢を増やすという形で進めていきたい。（第６回
奥構成員）

 例えば、静岡は長野・新潟・山梨・静岡というような考え方のところで隣接しているが、これだとなかなか選択肢が厳しい気がする。特定隣接地域特例について、この関
東・中京・近畿広域圏を除いての隣接しか選べないが、これが解決しないと、ちょっと難しいかと思う。（第６回 長田構成員）

 特定隣接地域特例において関東・中京・近畿広域圏が除かれている点について、私もこれは要らない気もしているので、これから吟味していく必要があると思う。（第６
回 林構成員）

論点４に関する構成員等の主な意見④
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【構成員の主な意見】

 マスメディア集中排除原則の基本的な見直しの方向性としては、事務局の案に賛成。前回のキー局の要望でも、個々の系列の中で、複数地域における放送の共通
化というのを経営の選択肢として検討可能な状況が望ましいという議論があったが、少なくとも異なる放送対象地域における緩和は、放送事業者の経営の選択肢を増
やす効果があり、かつ地域の受信者の視点で見ても、放送の多元性・多様性・地域性が損なわれるわけではないというふうにも考えられるので、緩和するということでよ
いのではないかと思う。他方、地域を無制限に緩和するというのは、放送事業の根幹に関わるところなので、そこは慎重に考えるべきと思う。その上で、実際にどういう
ふうに緩和するかという点については、ローカル局の経営の選択肢を増やすという観点からは、ラジオ４局特例が隣接地域に限らず兼営・支配を認める特例であるが、
こういった特例は、ラジオに限らず参考になるのではないかと思う。これを参考に、際限なく認めるというのではなくて、あくまでラジオ４局特例のように一定の数の制限
というのは必要かと思う。ただ、その資本規制を緩和したとしても、やっぱり一番根っこにある受信者の利益を損なうということにはならないというふうに思う。放送法上、
受信者の利益は重要なメルクマールになっているので、今回、資本規制を緩和したとしても、受信者の利益を損なうものではないということを事務局のほうでしっかり検
証していただきたい。その上で、系列の問題と地域性の問題は、自主制作番組比率というのは厳然として存在する中で、マスメディア集中排除原則を緩和したら、放
送の地域性が一直線に損なわれるという議論は、私はやはり腑に落ちない、そういうことはないというふうに思っている。（第５回 林構成員）

 フジテレビとテレビ朝日の要望は、系列放送局間の連携あるいは関係性の強化を目指した方策であると理解。このような異なる放送対象地域間の連携強化だけでは
なく、同一の放送対象地域内においても、例えば中継局設備等の共同設置や共同利用など、同一地域ならではのハードウエアを核とした協力、協業も考えられるの
ではないか。すなわち、系列を超えて資本関係を強化することでインフラ整備などの効率化を図るという戦略も選択肢として加えることが可能だと思われ、そのために
は同一放送対象地域についても、一定程度の緩和を実施してもよいのではないか。この点については、放送事業者からの具体的な御要望はないが、系列放送局の
みならず、それと直交する方向と考えられる同一放送対象地域内での緩和も実施することで、より充実した経営の選択肢が用意できると思う。（第５回 伊東座長代理）

 今回の場合は、特にフジテレビ、テレ朝からは、ネットワーク系列の中での様々な規制緩和ということを要望されているが、視聴者目線でいうと、横での連携が非常に
大事で、そういった可能性についてアイデアをいただきたい。例えば、災害時のヘリコプターや災害報道の取材など、系列の報道ネットワークを超えて、エリア内の横
で連携をされている事例もたくさんある。こうした事例も参考にしながら、エリア内の横連携で対応できることがあるのでは思う。（第５回 奥構成員）

 同一放送対象地域については、緩和を求める放送事業者の声もかなり限定的なようにも感じたので、ここは現状維持とすべきだと思う。（第５回 林構成員）

 同一放送対象地域については、慎重に考えるべきではないかと思う。もう少し緩和をしてほしいという何か具体的なニーズが出てくれば、ある程度の緩和も考える余地
があろうかと思うが、それがないとすると、この点はやはり慎重に考えるべきではないかと思う。（第５回 山本隆司構成員）

 同一放送対象地域のマスメディア集中排除原則については、緩和を求める声が限定的でもあり、私も現状維持派だが、「同一放送対象地域内において、放送設備の
共同調達や共同利用といったハード設備を核とした連携など」とあるところ、そもそも同一放送対象地域内でも、マスター設備をはじめとする放送設備はかなり仕様に
違いがあって、共同利用や共同調達が現実的にどこまで可能なのか疑問がある。（第６回 林構成員）

 マスター機能については、系列局で極端に言えば１か所にマスター機能を集約して、そこに系列の各放送局がリモートで入って編成作業をするといったことも経済合
理性から考えられるのではないか。同一放送対象地域内の放送局間の関係が強化されれば、ミニサテの更新や代替についての議論も、よりスムーズに進められるの
ではないかと考える。一方で、現状では、ハード・ソフト一致の特定地上基幹放送事業者という立場なので、現時点では同一放送対象地域内でのマスメディア集中排
除原則の緩和について具体的なニーズが顕在化しにくい状況にあることも、十分理解している。（第６回 伊東座長代理）

 マスメディア集中排除原則について、議決権だけではなくて、役員の関係についても議論が必要と考える。役員自体について、例えば一定の地域の方を一定の割合
入れていくといった形で特定の制限があるような方向性になると、連携が進みにくくなってしまうような場面もあろうかと思う。（第５回 落合構成員）

論点４に関する構成員等の主な意見⑤
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【構成員の主な意見】

 前回、フジテレビから認定放送持株会社傘下のＢＳ放送事業者が使用できるトラポン数の上限の緩和について要望が提出された。我が国にＢＳ放送用の周波数が追
加割当てされたときや、あるいは４Ｋ８Ｋ放送の開始に合わせて新たに左旋の帯域が開放されたときとは異なり、現時点においてはＢＳ放送で使用できるトラポンの総
数は増加しないことから、その上限を緩和するための正当な理由を見いだすことは簡単ではないと考えられる。その一方で、高能率な画像の圧縮方式を採用すれば、
１トラポンで現状の２倍以上の数の番組を伝送できるようになる。例えば２Ｋ放送にも、４Ｋ放送で現在利用されているＨＥＶＣを適用すれば、１トラポン当たり８～１０程
度の、それもフルスペックのＨＤＴＶ番組を放送することが可能となる。このようにＢＳ放送で使用できるトラポンの総数が変化しない現状にあっても、放送できる番組数
が大幅に増加することから、新規参入の余地も生まれ、ひいては放送の多様性・多元性の進展に資するものと期待される。こうした点を勘案すると、認定放送持株会社
がＢＳ放送事業の運営、経営に関して、その選択肢や柔軟性を確保するという観点から、例えば、当該持株会社がＢＳ放送をもう１チャンネル追加的に保有することで、
一時的に０.５トラポンというトラポン数の上限を超えるような状況が発生しても、傘下のＢＳ放送事業者がＨＥＶＣなどの高能率な圧縮方式を新たに導入して周波数の有
効利用を図り、一定期間経過後にはトラポン数の上限内に収めることが確認できるのであれば、一時的な上限の超過については、特例として容認してもよいのではな
いかとも考えられる。なお、ここで少し注意が必要なのは、画像の圧縮方式をＭＰＥＧ２-VideoからＨＥＶＣへ変更することは、現状ではトラポン単位でしか実現できない
という制限があるので、当該ＢＳ放送事業者の意思だけでは方式変更できないということに留意する必要がある。（第５回 伊東座長代理）

 認定放送持株会社によるＢＳ放送支配について、現行の０.５トラポンという上限は変えないとしても、一時的に上限を超えた支配を行う場合に、一定期間内に圧縮技
術を活用して上限内に収めることが確認できれば、特例として認める旨が記載されている。これは、前回の検討会において伊東座長代理から御提案いただいた内容
であると認識しているが、このような方向性に賛成する。映像圧縮技術は着実に進展しており、ＨＥＶＣのみならず、ＶＶＣも今後使えるようになる。進化し続ける映像圧
縮技術を導入することで、放送可能な番組数を大幅に増やすことができるとともに、新規参入の余地も生まれ、放送の多様性・多元性を一層確保することにも役立つ。
マスメディア集中排除原則の規定に映像圧縮技術の進展を適切に当てはめた案であって、個々の認定放送持株会社における衛星放送事業の経営の選択肢や柔軟
性を拡大する観点からも賛同する。（第６回 森川構成員）

 衛星基幹放送については、基本的に、事務局で整理した案に私も賛成したい。ただ、その前提となるのが、圧縮技術の導入コストが放送事業者にとって過大な負担
にならないということ、それから、受信機そのものの普及にかかる期間には、一定の期間がかかると思うが、その十分な見通しがついているということが前提条件になる
かと思う。この２つの条件がクリアできているのであれば、圧縮技術を上手に活用していくことによって、帯域の有効活用、そしてコンテンツの拡大といったものにつなげ
ることが出来得ると思うので、将来的に事業者が圧縮技術の導入を積極的に取り組めるように後押しする、こういった政策には賛成できる。（第６回 大谷構成員）

 衛星基幹放送について、今後、圧縮技術が発展していくことが考えられる中で、５年や１０年の期間内にある一定の進展が見込める範囲で、今の０.５トラポンに限らず、
もう少し広い幅でチャンネルを保有していただくことについて検討をしてもらいたい。（第６回 落合構成員）

 衛星基幹放送について、保有できるトラポン数の上限の緩和については難しいとしても、新しいサービスや新しい技術の導入を先導することもＢＳ放送に課せられた使
命の一つだと思うので、そのような点を含め、ＢＳ放送の活性化に積極的に取り組まれる放送事業者の活動を応援できる、利用しやすい制度になることを期待している。
（第６回 伊東座長代理）

論点４に関する構成員等の主な意見⑥
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【構成員の主な意見】

 放送対象地域を１つにするということは慎重にすべきではないかと思っており、①、②の選択ということでは、②を中心に検討すべきだと思う。現在まだ使われていない
経営基盤強化計画認定制度については使い勝手が悪いというのであれば、その制度のハードルを下げるということも選択肢の一つになってくるのではないか。（第５
回 大谷構成員）

 放送対象地域の見直しについて、それを希望しないところをどうするかという話については、やれるところはやる、やらないところはやらないというような自由度が必要で
はないかと思う。最終的に費用を圧縮するということを前面に押し出す施策だと思うが、逆に放送局の収入がどうなるかは何とも予測できない部分もあるので、選択とし
て制度をつくり、うまくいかない場合は立ち戻ることもできるような、比較的柔軟な制度にしておく必要があるのではないかと思う。（第５回 奥構成員）

 放送対象地域の見直しにおいて、各放送地域における地域情報をいかに確保するのかという仕組みが必要なのではないか。既に、認定放送持株会社の傘下におい
ては努力義務上求められている自社制作番組の内容というのがあるが、こういった仕組みを参照しながら、その放送の同一化がされてはいくけれども、独自放送を
ちゃんと残す形をやっぱりつくっていく必要があるのではないかと思う。地域情報をこうやって発信していくんだという、取組みが見える化されていくことがとても重要だ
と思う。一番理想的なのは、事業者が計画を持っていて、それが見やすい場所に置いてある状況があるのかな思う。（第５回 瀧構成員）

 放送対象地域の見直しについて、①、②という選択肢があるが、①の選択肢はかえっていろいろな制約を増すところがあろうかと思うので、実施するのであれば、やは
り②の選択肢のほうになるのではないか。放送対象地域は変更しないで、しかし放送番組の同一化が可能となる制度を設ける方向になると考える。その上で、重要な
のは３番目のチェックの部分であろうかと思う。特に、取材をする拠点を維持する。それは、地域との接点を意味するかと思うが、それが確保される形で、もろもろの規
制の緩和を進める方向になるかと思う。（第５回 山本隆司構成員）

 マスメディア集中排除原則や放送対象地域の緩和は、柔軟な経営選択肢を確保するという意味で必要であるという理解をしている。インフラの観点から見ると、設備投
資の経済合理性という観点から、特定地域においては、ひとまとまりの固まりとして設備を打っていくという観点は重要だと思う。他方で、ハードは広域化しても、そこの
上に乗っかる放送番組というものは独自性、視聴者の利益、それから編成権という話もあったが、その上に流れる番組の内容について、どうやってその規制の枠組み
を維持していくのか、ハードは広域化しつつも、その上で流れる番組はどうやって、その地域に根差した番組を流していくようにするのか、このような観点の下に規制を
緩和するという理解になると思うので、そういった観点で進めていくということに賛成する。（第５回 飯塚構成員）

 放送対象地域の見直しに関して、県域放送が守られてきている地域の方々から言えば、やはりその影響はかなり大きいのではないかと思う。それは、広告の出稿者に
とっても大きい影響はあると思うが、視聴者の皆さんにとっても大きな変化になると思うので、やはり視聴者の側からの意見も大切になると思う。（第５回 長田構成員）

 放送対象地域の見直しに関して、前回はキー局の２社、マルチスクリーン型放送研から意見を伺ったが、これはキー局とローカル局という違いはあっても、どちらも放
送事業者サイドからの意見だったと思う。放送というのは、これは国民の知る権利というものに応えるという重要な役割があるので、地域の住民の方の目線ですとか地
域の住民の方の声というのも、やはり今回の議論に反映していかないと、結局のところ、事業者目線の改革になってしまうのではないかなというふうに懸念を持っている。
（第５回 山本龍彦構成員）

 ローカル局をめぐる在り方を考えていくためには、顧客となる住民の実情というかニーズ、それにしっかり目を向けることが重要かなと思う。住民、顧客に対して、いかな
る機能を有しているのか。ローカル局の番組とか事業が、どのように顧客に消費されているのか。それを、やっぱり制度的に結びつけていくことができればと思っている。
（第５回 森川構成員）

論点４に関する構成員等の主な意見⑦



24

【構成員の主な意見】

 放送番組の同一化は、単に同一化をしてよいという結論だけではなく、その同一化がどういう効果をもたらすための同一化なのかという政策目的を明らかにしなければ
ならないと思う。また、放送事業者が放送番組の同一化をした際に、そういった政策目的の実現に寄与する形で、コンテンツ制作に力を入れていただくという効果が見
える形で、将来的に検証ができる形でお示ししていただく、そしてそれを確認できる手段を備えていなければいけないと思う。また、地域放送の確保の具体的な仕組
みはかなり注意深く立案していかなければいけないと思う。特に視聴者にとっては、特に問いかけされていない限り、放送番組が同一化されても気づくことは結構難し
い。放送事業者が公表するデータと、生活実感とか、それを照らして検証がなされるものだと期待するのは結構難しいので、視聴者に丸投げ、放送事業者に丸投げす
るということは、努力義務があったとしても効果が期待できないということになりかねない。仮に地域情報が確保されなかった場合に、それを是正するための仕組み、例
えば、視聴者の意見を聴取する場を放送事業者が設けるなど、それから、行政が放送内容そのものに介入することは避けつつ、放送事業者自身のガバナンスによっ
て見直し、ＰＤＣＡが働くような仕組みになるように検討していくことが必要ではないかと思う。（第６回 大谷構成員）

 放送対象地域の見直しの方向性については、視聴者の皆さんの御意見が大切だなと思っていたが、放送局がきちんと継続的に放送を流していくための一つの選択
肢として検討すべきだという整理については賛成できる。（第６回 長田構成員）

 放送対象地域そのものを変更するのではなく、現行の放送対象地域の例外として複数の県域の放送対象地域での番組の同一化を認める方向がよいと思う。個別
ケース毎に柔軟に番組を同一化できる地域を決めることができるようにするのが良い。というのは、各系列毎に戦略も異なっており、画一的に決めるのは妥当ではなく、
個別放送事業者の取り巻く環境の違いに応じて柔軟に対応することが重要。地域情報の発信を確保するための仕組みは、努力義務を設けることは賛成だが、小さな
経済圏の県の情報発信が減ることが懸念される。何らかの手段により、ローカル情報の総量を定量的に維持してく仕組みが必要ではないか。（第６回 林構成員）

 地域の多様性というのは共通の物差しで測ることができないので、それぞれの地域の特徴に応じて各ローカル局が最適な事業運営ができるように、経営の自由度を高
めて、複数の選択肢を備えた柔軟な制度設計ということに賛成する。放送番組の同一化に伴う地域情報の発信の取組の見える化については、規制が介入するという
よりは、各ローカル局が視聴者や地域住民に対する責任として、自らの判断で自主的に取り組んで公表するのが適切ではないか。ローカル局の過度な負担にならな
いように配慮しながらも、視聴者、地域の方々に対する責任をどうやって果たしていくのかということを考えていくことが重要と思う。（第６回 飯塚構成員）

 自社制作比率だけではないという指摘もあったとおりで、どのようにＰＤＣＡを回すかというときに、総務省としてチェックするということではなく、放送局が軸になって放
送局ブランドを維持することだと思う。放送局ブランドということをいかに維持できるかということを念頭に置いて、番組だけではなく、報道拠点というだけでなく、ありとあ
らゆるリソースをいかにうまく回せるように工夫をしていただくかということを、ぜひやっていただきたい。（第６回 奥構成員）

 自主制作に係るような部分というのをどうやって確保していくかという議論は重要だと思うが、一方で、使いにくい制度にしてしまうとどうしても、せっかく提案いただいた
のに使われないことが出てきてしまうと思う。特定の方策に限らず、努力義務として、しっかり情報の発信ができるように担保される措置を取っていくことが必要だと思う。
具体的な方策については、やはり放送事業者の取組に委ねつつ、しっかり目標を持っていくことが重要と思う。また、今回、ここの規制緩和の部分を整理したら終わりと
いうことではなく、どうやってよりよいコンテンツが、地域に根差したものも多く、日本の中で今後の社会変化の中でも残していけるかをしっかり議論していくことが、個別
の規制の問題にかかわらず非常に重要なテーマと思う。（第６回 落合構成員）

 経営の目線というのも非常に重要だが、住民自治、あるいは共同体としての意識ということを、絶えず議論の中に組み込んでいくということを意識していく必要があるの
ではないか。また、この点で、やはり自治の単位、住民自治の単位と、放送の単位とが一定程度一致するということも重要なので、この自治の単位と放送・情報の単位
というものが一定程度合うということをどう確保していくのか。まさにこれは地域情報の確保ということだと思うが、ここはやはり極めて重要なことなのではないかと思う。
（第６回 山本龍彦構成員）

 画一的に基準を全ての事業者に対して当てはめることが難しいが、放送番組を同一化した結果として、どのような影響・効果が発生したかをモニタリングする必要はあ
ると思う。「計画や取組状況を自らが公表する仕組み」とあるが、放送番組の同一化が放送番組の内容等の地域性にどのような影響を与えているか、あるいは地域性
を確保するためにどのような取組が行われているか、あるいは経営に対してどのような効果があったかというような、同一化の影響・効果を定期的に報告していただくこ
とが、この制度を変えるときのモニタリングの仕組みとして重要と思う。その際に、何について、どのような基準で公表し、モニタリングをしなくてはいけないかを、事細か
に決めることは適切でないと思うが、モニタリング・公表の仕組み自体は、ある程度制度化していくことが考えられると思う。（第６回 山本隆司構成員）

論点４に関する構成員等の主な意見⑧
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【構成員の主な意見】

 放送番組の同一化を行う放送事業者に対して、地域情報発信に係る取組の見える化ということについて、まずは自主的な取組を尊重するというのが適切ということに
なっているかと思うが、他方で、同一化を行わない放送事業者であっても、視聴者への説明責任として見える化を促すということも重要ではないかと考える。（第７回
飯塚構成員）

 放送番組の同一化について、経営の選択肢を広げることについてのローカル局の賛同、歓迎のお声もあったわけなので、これが基本的にローカル局のサステナビリ
ティーの確保につながっていくことを大いに期待したい。併せて、ローカル局の担い手を育成すること、人材を維持するということに注力することが大変大切だと思う。
真実を取材し、しかも分かりやすく伝える力が地域社会の中に維持されるようぜひ取り組んでいただく必要があると思う。これは法制度とかそういったもので担保するか
ら取り組むというものではなくて、ローカル局自身の生き残りのためにも、本当に必要なことだと思う。（第７回 大谷構成員）

 視聴者への説明責任が果たされるＰＤＣＡの確保というのが重要とあるが、これを回していくことについては心を込めていかなければいけないと思う。これまで何度か自
主制作比率の話を挙げたのは、象徴的な観測対象であると思っているから。ここにこだわり切るわけではないが、それに代わるものでも、何らかモニタリングをしないと、
ＰＤＣＡは回らないものなので、まずは一つの指標について、丁寧な御議論をいただいたこと、大変感謝しているが、これを回していくことに本筋、本質的なところがあ
るのかと思う。（第７回 瀧構成員）

 同一放送によるメリット、これは単に経済合理性ということだけでなくて、どういうふうに放送のもともとの目的を、それによってよりよく実現できるのかということが重要。例
えば、それは他の地域の情報を見ることによって、自分の地域の共通課題をよりよく解決できるとか、あとは同一放送することによって、例えば地方の局と当該地方自
治体との適切な距離がはかられ、権力監視、行政監視をよりよく実現するとか、こういう同一放送によるメリットをどういうふうに見いだしていけるのかということは重要だと
考える。（第７回 山本龍彦構成員）

 放送番組の同一化と地域性確保との関係について、ＰＤＣＡサイクルを回し、放送事業者により、どのような影響があるか説明していく必要があると思う。そのとき、地域
の関係者がその検証、放送事業者の自主的な取組に参加していくことも必要ではないかと思う。（第７回 山本隆司構成員）

 この検討会の第1回会合において、私は３点コメントをした。１つは、人口減少時代、あるいは視聴環境の変化、あるいは情報空間の変容、そういった中において、地
域放送の多様性を維持するということが非常に重要な問題であるということ。そして、２つ目に、放送と通信の連携を含めた多様な受信方法を確保する必要があること。
そして、３つ目に、そのための柔軟な放送制度を検討していくべきであること。この３点は、４つの論点に全て包含されているが、これまでの議論の中で、これらについ
て一定の方向が示され、あるいは方向性が見えてきたのではないかと思っている。とりわけ、本来、放送の多様性を維持することを目的とした制度であるが、人口減少
の局面およびデジタル時代においては、むしろ、放送の多様性を維持することの制約になってしまう可能性が出てきた。マスメディア集中排除原則をはじめとする放送
に関する従来の制度が、まず、適切に機能し得るかどうかを確認し、そして時代の変化に即応した方向性と枠組みの在り方については、かなり急ピッチではあったが、
相当程度、認識の共有ができたのではないかと感じている。（第７回 三友座長）

論点４に関する構成員等の主な意見⑨
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【ヒアリング者の主な意見】

 例えば地域発コンテンツとか、そういう市場において過少供給されがちな番組に関しては、番組単位で何らかの基金を設けて支援して、そういうものの制作を後押しす
るというようなことも考えられるのではないか。（第２回 曽我部教授）

 放送が担うべき公共的価値の再確認の前に、放送局の足腰をどのように立て直すのかということが課題となる。コスト削減のために壁となっている規制を緩和し、ある
いは規制はないものの現実的には困難となっている壁を取り払うことを手助けすること。なんと言ってもマスメディア集中排除原則の問題。その功罪を掘り下げて検討
する必要性を感じる。（第２回 曽我部教授）

 放送をめぐる環境の変化を踏まえ、放送制度のあり方は、放送の公共的な役割の維持・発展に資することを前提として、規制緩和の方向で検討することが適切。マスメ
ディア集中排除原則のあり方に関しては、個社の事業戦略に関わるため、個社の意見を丁寧に汲み取り、経営の選択肢の拡大につながる議論が行われることを期待
する。検討に際しては、テレビ放送事業全体への影響にも留意していただきたい。ＮＨＫの“三位一体改革”が着実に進むよう継続的な検討が必要。（第２回 一般社
団法人日本民間放送連盟）

 デジタル技術により利便性が高まる一方、多くの人々がインターネット等の広がる情報空間に対して課題意識を持つこのデジタル時代においても、NHKは二元体制の
意義を将来にわたって堅持し、放送だけでなくインターネットも活用しながら情報空間全体の中で必要とされる役割を、あまねく日本全国において引き続き果たしてい
くことが必要だと考える。本検討会において、こうしたことが実現できる放送制度の在り方の検討をお願いしたい。（第２回 日本放送協会）

 放送制度を論ずる際、放送三原則、放送の多元性・多様性・地域性ということが言われるが、国民の知る権利から出発した場合には、放送の多様性が第一義的なもの
であり、これまでの情報空間や技術の在り方を前提にした場合に、放送の多様性を実現するためには、放送の多元性や地域性が有用であったと理解すべできではな
いかと思う。また、放送の地域性は、地域社会及び県単位での広告市場が健全に成り立つことを前提にしているため、放送の多様性を損なってまで放送の多元性を
維持する、放送の地域性を維持するというのは、本末転倒であろうというのが私の見方。（第３回 宍戸教授）

 地域社会が変化することに対応して、放送の区域を事業者の申出により柔軟化するといったことが必要ではないか。（第３回 宍戸教授）

 マスメディア集中排除原則については、放送がもはやデジタル情報空間の一部であるということを前提にすると、一定の緩和というのが適切であるだろうと思うが、緩和
した場合に、地域情報というものが適切に社会全体で確保されるよう、地域情報の割合を公表する等の一定の規律というのが必要ではないか。（第３回 宍戸教授）

 （県域免許の仕組みについて）それぞれの県をまたぐような形で一定の情報が地域情報としてやり取りされる、あるいは放送されるというようなでこぼこが、一定程度
あっても良いのではないか。（第３回 宍戸教授）

 公共放送における同時配信等のデジタル活用の遅れが国民の知る権利やデジタル情報空間にもたらした影響とその反省が不可欠。（第３回 宍戸教授）【再掲】

論点４に関する構成員等の主な意見⑩
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【ヒアリング者の主な意見】

 認定放送持株会社制度の更なる活用に向け、同制度におけるマスメディア集中排除原則の特例である「12放送対象地域制限」の撤廃及び「衛星基幹放送のトラポン
数の上限」の緩和を要望。前者については、現在11地域を保有し、上限に迫りつつあることに加えて、議決権保有1/3に迫る局がすでに複数存在することから、経営
の選択肢を広げるため上限の撤廃を要望。今後の地方経済の状況次第では、系列局の地元株主が株式を手放すことも想定され、資本政策上の問題となる。後者に
ついては、動画配信市場が急成長する中、衛星事業を含めた今後のメディア事業における選択肢を広げたい。（第４回 株式会社フジ・メディア・ホールディングス）

 現状でも１１地域は３分の１を超えている。仙台放送は７０％までいって子会社化している。そこで、この資本が支配の定義に当てはまることによって、地域性が低下す
るリスクがあるのかということに関しては、あくまでもこれは資本の関係が強まるだけであって、地域情報については全く、ここの１１地域でも、ほかの地域と比べて劣ると
いう現象は起きていない。資本関係について変わっても、特にそのようなリスクは今のところは発生していないし、今後も、そのような多様性、多元性、地域性の３原則
を守っていくということをきちっと意識していれば維持できるものと思っている。（第４回 株式会社フジ・メディア・ホールディングス）

 認定放送持株会社制度の地域制限の12について、例えば、幾つぐらい広げればよいのか、例えば、15に増やせばいいのか、２０なのかというところを検討してみたも
のの、地域数について合理的な理由、差があまり見いだせなかった。なので、変えるのであれば、ここは撤廃という形のほうが分かりやすいのではないかと考える。（第
４回 株式会社フジ・メディア・ホールディングス）

 メディア環境の変化や地方における人口減などにより、今後、テレビ広告市場が想定以上に縮小していく懸念もぬぐい切れない。中小規模のローカル局は放送を維
持するための固定的な経費の比率が高く、これ以上のコスト削減には限界がある。経営難が顕在化した際に迅速に対応するためには、先行して経営の選択肢を増や
しておくことが望ましい。系列内の複数地域で、同一放送が可能となれば、放送実施に必要な固定的費用の抑制が可能となる。同一放送とする際に、対象地域の放
送局について、経営統合も選択肢となる。地域情報発信の維持が大前提で、既存の取材拠点の機能は堅持する。（第４回 株式会社テレビ朝日ホールディングス）

 この制度整備（複数の放送対象地域における放送番組の同一化）を図るに当たって、対象地域の数を制限などは設けずに、できるだけ柔軟な制度にしていただきた
いと考えているが、地域情報の発信機能の担保という観点やローカル営業の面などを考慮すると、実際には同じ地域ブロックや近隣県などが対象となるのではないか
と考えている。（第４回 株式会社テレビ朝日ホールディングス）

 複数県で同一番組が放送されることになった場合には、ニュースなどの編成が特定の県のニュースに偏らないようバランスを取ることなど工夫が必要だとも考えている。
一方、放送局の経営状況が厳しくなると、番組制作費などの経費節減に踏み切らざるを得ず、それによって取材力や番組制作力が低下するという縮小再生産に陥っ
てしまいかねないが、放送番組の同一化により経営状況に余裕が生まれれば、コンテンツ制作に新たな費用を投下することも可能になる。放送局が統合された場合で
も、放送制作拠点としての機能を大幅に縮小することは想定はしていない。（第４回 株式会社テレビ朝日ホールディングス）

 経営基盤強化計画認定制度の特例を活用することでも、出資の特例をつくれば、制度上できなくはないと思う。ただし、やはり特例という前提のため、申請して認定さ
れなければならないとか、その後の報告義務だとか、いろいろと細かいことがついているので、それよりは、そもそもこの１２地域の制限を撤廃した方が使いやすいもの
ではないかと考えている。 （第４回 株式会社フジ・メディア・ホールディングス）

 経営基盤強化計画認定制度では、総務大臣から指定放送対象地域として指定されれば、対象地域では放送番組の同一化が認められると認識しており、その点では
我々の要望と一致をしていると思う。ただし、事前に経営基盤強化計画を申請し認定を受けなければならないほか、認定後も毎年、総務大臣に対して計画の実施状
況を報告する必要があるなど、制度として若干使いづらいのではないかと思う。過剰な管理、介入を招く懸念もないとは言えないと考えている。（第４回 株式会社テレ
ビ朝日ホールディングス）

論点４に関する構成員等の主な意見⑪



28【参考】 マスメディア集中排除原則に係る現状と課題

○ マスメディア集中排除原則は、「基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送に
よる表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする」（放送法第91条第２項第１号）ため、放送の多元性・多様性・地域
性の確保を目指すもの。

○ 一の基幹放送事業者が二以上の基幹放送を行うこと（兼営）のほか、基幹放送事業者が「支配関係」を有する者を通じて二以
上の基幹放送を行うこと（支配）を原則として禁止。

○ 「支配関係」の基準※１（地上基幹放送の場合）
・議決権保有割合： 同一放送対象地域 1/10超、異なる放送対象地域 1/3超
・役員兼任割合： 特定役員※２の1/5超
・代表権を有する特定役員※２又は常勤の特定役員※２の兼任

○ 特例※１として、ラジオ４局特例、特定隣接地域特例、経営基盤強化計画認定制度における
役員兼任に係る特例、認定放送持株会社制度に係る特例等が設けられている。

○ マスメディア集中排除原則の政策目的は今なお重要であるが、インターネットを含め情報空間が放送以外にも広がる現在
においては、その政策目的と政策手段の関係が必ずしも適合的とは言えなくなっている部分があるのではないか。経営の選択
肢を狭め、返って多元性等を損なうことにもなり兼ねないといった部分もあるのではないか。

○ マスメディア集中排除原則の政策手段が、放送番組の多様性・地域性の確保に必ずしもつながっていない部分もあるのではな
いか。

○ 経営基盤強化計画認定制度において役員兼任割合に係る特例が設けられているが、議決権保有割合に係る特例が設けられ
ていないほか、経営基盤強化計画の申請・認定等の手続きが煩雑で使い勝手が必ずしもよくないという意見もある。

○ 事業者からは、経営の選択肢を増やす観点から、認定放送持株会社制度に係る特例等の緩和が要望されている。

１．現状

２．課題

（例）

※１ 支配関係の基準や特例は、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに
表現の自由享有基準の特例に関する省令（平成27年総務省令第26号）において規定。

※２ 特定役員とは、業務執行役員及び業務執行決定役員をいう。



放送法 第１条 （目的）

放送法 第２条３２号及び第９３条第１項

放送法 第９１条 （基幹放送普及計画）

放送が健全な民主主義の発達に
資するようにすること

放送が国民に最大限に普及されて、
その効用をもたらすことを保障すること

基幹放送（※）をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、
基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにする

一の者が保有することができる放送局の数を制限することにより、

多元性、多様性、地域性の三原則を実現

基幹放送の業務の認定基準としてマスメディア集中排除原則の基本的な部分を法定

【参考】基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準（マスメディア集中排除原則）の概要

（※）基幹放送 ： 地上テレビジョン放送、地上ラジオ放送、コミュニティ放送、BS放送、東経110度CS放送 等
（東経124/128度CS放送、ケーブルテレビ等は含まれない）

＜認定基準のうちマスメディア集中排除原則の部分＞ （放送法第93条第１項第５号）

基幹放送業務を行おうとする者が、次のいずれにも該当しないこと。

イ 基幹放送事業者

ロ イに掲げる者に対して『支配関係』を有する者 （X）

ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して『支配関係』を有する場合におけるその者 （Y・Z） Ｙ

Ｚ

Ｘ

支配関係

支配関係

支配関係

基幹
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地上基幹放送（テレビ・ラジオ） 衛星基幹放送
（BS放送・東経110度CS）同一放送対象地域 異なる放送対象地域

【「支配関係」の基準】（第５条第２項・第６条）
・議決権保有割合： 1/3超
・役員兼任割合： 1/5超
・代表権を有する特定役員※１又は常勤の特定役員
※１の兼任

【特定隣接地域特例】（第12条）
・特定隣接地域※２に放送対象地域が含まれる地上
基幹放送事業者（コミュニティ放送を除く。）又はそ
れを支配する者は、複数の同一メディア（テレビ又
はラジオ）の兼営・支配が可能。

【ラジオ（コミュニティ放送を除く。）４局特例】（第８条第２号・第４号）
・ラジオ放送（コミュニティ放送を除く。）は、放送対象地域の重複に関わらず、４局まで兼営・支配が可能。

【認定放送持株会社制度の特例】（第９条第２号）
・認定放送持株会社が1/3超の議決権割合を保有
する地上基幹放送事業者（テレビ・ラジオ）の放送
対象地域につき12都道府県まで。

【「支配関係」の基準】（第５条第１項・第６条）
・議決権保有割合： 1/10超
・役員兼任割合： 特定役員※１の1/5超
・代表権を有する特定役員※１又は常勤の特定役員
※１の兼任

【参考】 マスメディア集中排除原則の具体的規定の全体像（概要）

【テレビ兼営特例】（第８条第１号）
・テレビ放送事業者又はそれを支配する者は、異な
る放送対象地域のテレビ放送事業者を議決権保
有割合1/10超1/3以下の範囲内で兼営・支配する
ことが可能。

【コミュニティ放送特例】（第８条第３号）
・放送対象地域に同一の市区町村の区域を含むコ
ミュニティ放送は、複数（上限なし）の兼営・支配が可能。

【三事業支配の禁止の特例】（第８条第５号）
・ニュース又は情報の独占的頒布のおそれがないと
きは、三事業支配（新聞・テレビ・ラジオの支配）が可能。

【経営困難特例】（第11条）
・会社更生法の更生手続開始の決定を受けている場合等に該当する地上基幹放送事業者は、第８条第１号
から第５号までの特例の適用に当たり、地上基幹放送事業者に該当しないものとみなす。

【経営基盤強化計画認定制度における役員兼任に係る特例】（第10条）
・認定経営基盤強化計画を提出した基幹放送事業者に対する特定役員兼任割合が1/5超1/3以下の場合は、
支配関係に該当しないものとみなす。
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注） 条文番号は、基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令（平成27年総務省令第26号）のもの。

※２ ２以上の放送対象地域（関東・中京・近畿広域圏を除く。）のうち
の特定の１の放送対象地域に他の全ての放送対象地域が隣接する
位置関係にある場合における当該２以上の放送対象地域の集合。

※１ 業務執行役員及び業務執行決定役員。

【トラポン数上限】（第８条第６号）
○1/3超の議決権保有関係でつながる
グループ全体において、
・２K： 計４トラポン以下
・４K： 計４トラポン以下

〔地上基幹放送事業者及び衛星基幹放
送事業者をグループに含む場合〕
○上記条件に加え、以下の条件を満たす
ことが必要（第８条第７号イ・ロ）
・BS放送事業者への議決権保有割合
は1/3超1/2以下の範囲内
（一定の要件において当該議決権保有
関係を支配関係に該当しないとみなす）

・グループ全体の東経110度CS放送
は２トラポン以下

〔認定放送持株会社制度の特例〕（第９
条第３号）※４

○認定放送持株会社と1/3超の議決権
保有関係でつながるグループ全体
のBS放送は、
・２K： 計0.5トラポン以下
・４K： 計0.5トラポン以下

※４ 第８条第７号ロは適用。
※４ 第８条第７号イに適合する場合、この
特例は適用されず、第８条第６号が適用。

【「支配関係」の基準】（第５条第３
項・第６条）

・議決権保有割合： 1/3超
・役員兼任割合： 特定役員※３の

1/5超
・代表権を有する特定役員※３又は
常勤の特定役員※３の兼任

※３ 業務執行決定役員であって業務執行役員で
ない者の数の業務執行決定役員の総数に占め
る割合が1/3を超えない場合、業務執行役員。



【参考】 マスメディア集中排除原則における「支配関係」の定義

乙県甲県

10％超の
保有不可

３分の１超の
保有不可

議決権保有による支配の例
（放送対象地域が重複する場合）

10％を超えて保有＝
「支配関係」に該当

甲県

議決権保有による支配の例
（放送対象地域が重複しない場合）

Ｘ社

Ａ社
（テレビ）

Ｂ社
（テレビ）

×
Ｘ社

Ａ社
（テレビ）

Ｂ社
（テレビ）

10%超の保有＝
「支配関係」に該当

役員兼任による支配の例
（役員兼任比率：５分の１超）

役員兼任による支配の例
（代表役員、常勤役員の兼任）

Ｘ社

Ａ社
（テレビ）

Ｂ社
（テレビ）

×
Ｘ社

Ａ社
（テレビ）

Ｂ社
（テレビ）

×
代表権有又は常勤の役員兼任＝

「支配関係」に該当
5分の1超の役員兼任＝
「支配関係」に該当

5分の1超の
役員兼任不可

代表権有又は常勤の
役員兼任不可

×
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「他の全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合」（関東・中京・近畿広域圏を除く。）の例

【参考】 特定隣接地域特例の概要

○ 同一メディア（テレビ又はラジオ（コミュニティ放送を除く。））について連携の対象となる全ての放送対象地域

が特定隣接地域※に含まれる場合：

⇒ 兼営・支配可（1/3超の議決権保有が可能）

※ 地上デジ投資によりローカル局は経営基盤の強化が必要となることから、経営の選択肢を増やすため制度化（平成15年）

※ 「地域的関連性が密接であるものとして総務大臣が告示する地域に該当する場合」も兼営・支配が可能

具体的な地域： 東北全県、九州全県、九州全県＋沖縄県

【参考】「他の全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合」にあたらない例

放送対象地域であるA～E県が上のような地理的な位置
関係にある場合、Ｂ県に着目すると「他の全ての放送対
象地域が隣接する位置関係にある場合」にあたることに
なる

放送対象地域であるW～Z県が上図のような地理的な位置
関係にある場合、Y県に着目すると「他の全ての放送対象
地域が隣接する位置関係にある場合」にあたることになる。

【例１】

A県 B県

D県 E県

C県 X県

Z県

Y県 W県
【例２】

放送対象地域であるL～O県が左図のような地理的な位置関係にあ
る場合は、いずれの県に着目しても「他の全ての放送対象地域が隣
接する位置関係にある場合」にあたらないことになる。

L県 M県

N県 O県

32

※ ２以上の放送対象地域（関東・中京・近畿広域圏を除く。）のうちの特定の１の放送対象地域に他の
全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合における当該２以上の放送対象地域の集合
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○「地域的関連性が密接であるものとして総務大臣が告示する地域に該当
する場合」（平成23年総務省告示第282号）

○特定隣接地域特例の原則
「他の全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合」（関東・中京・近畿広域圏を除く。）

（想定される事例）

・ 中国５県（広島県中心、山口県、島根県、鳥取県、岡山県）

・ 四国４県（徳島県中心、香川県、愛媛県、高知県）

・ 北陸３県（石川県中心、富山県、福井県）

・ 信越２県（長野県中心、新潟県）＋山梨県＋静岡県

・ 東北６県（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

・ 九州７県（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）

・ 九州７県＋沖縄県

【参考】 特定隣接地域特例の概要（続き） 33
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※12都道府県まで可（広域放送、県域放送の場合）

乙県
甲県

Ｂ社
（地上テレビ）

Ｃ社
（地上テレビ）

Ａ社
（地上テレビ）

議決権10分の1超
保有不可

Ｄ社
（地上テレビ）

丙県

× ×
※地上・地上の兼営不可

※関係会社間の支配関係不可
（10分の１超３分の１以下の議
決権保有の場合は可）

認定放送持株会社

Ｅ社
（地上テレビ）

丁県

×

議決権２分の1超
保有

議決権３分の1超
２分の１以下保有

議決権10分の1超
３分の１以下保有

議決権２分の1超
保有

※12のカウントには含めない

×

○ 認定放送持株会社制度は、総務大臣の認定を受けることにより、基幹放送事業について、持株会社によるグループ経営を
可能とする制度であり、平成１９年の放送法改正により創設。

○ 認定放送持株会社制度を活用する場合は、マスメディア集中排除原則の特例として、複数の基幹放送事業者を傘下に置く
ことが可能。

【参考】 認定放送持株会社制度におけるマスメディア集中排除原則の特例



【参考】 経営基盤強化計画認定制度の概要

○ 地域経済の低迷等に起因して放送事業者の経営状況が悪化する中、地域住民の生活に必要な基幹メディアとして存続
するために経営基盤の強化に早期かつ積極的に取り組むことを可能とする制度。

○ 経済事情の変動により放送系の数の目標の達成が困難となるおそれがある等と認められる放送対象地域を「指定放送
対象地域」として総務大臣が指定。

○ 「指定放送対象地域」に係る基幹放送事業者は、業務の合理化や組織の再編成等により収益性の向上を図る「経営基盤
強化計画」を作成し、総務大臣の認定を受けた場合、放送法・電波法の特例が適用。

放送法・電波法の特例

○ 再免許等における経理的基礎審査の免除

○ 放送番組審議機関の共同設置の可能化

○ あまねく普及努力義務の緩和

○ 地域向け自主制作番組確保努力義務の緩和

○ 役員兼任規制の上限の緩和（１／５→１／３）

経営基盤強化計画の作成・申請

○ 経営基盤強化による収益性の向上の程度

○ 経営基盤強化の内容

○ 経営基盤強化に伴う労務に関する事項

○ 番組同一化の内容

○ 地域性確保措置の内容

○ 特例役員兼任関係の内容

○ 地域性確保措置の内容

○ 多元性・多様性確保措置の内容
経営基盤の強化に向けた限られた人材の
有効活用等が可能に

総
務
大
臣
に
よ
る
指
定
放
送
対
象
地
域
の
指
定

番組制作費の削減やマスター等設備の統合、
県境の中継局設備の効率化等が可能に

マスメディア集中排除原則の特例の適用
を受けて役員兼任を拡大する場合

放送番組の同一化を行う場合 電
波
監
理
審
議
会
へ
の
諮
問・
答
申

総
務
大
臣
の
認
定

放送番組の同一化を行う場合

マスメディア集中排除原則の特例の適用
を受けて役員兼任を拡大する場合
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36【参考】 放送対象地域に係る現状と課題

１．現状

２．課題

○ 放送対象地域は、「同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認
められる一定の区域」（放送法第91条第２項第２号）であり、その地域の自然的、経済的、
社会的、文化的諸事情や周波数の効率的使用を考慮して基幹放送普及計画（告
示）において定めることとされている（放送法第91条第３項）。

○ 基幹放送普及計画においては、例えば、地上テレビジョン放送について、放送
対象地域は広域放送（関東広域圏、中京広域圏、近畿広域圏）及び県域放送と
定められているほか、当該放送対象地域ごとに放送系（同一の放送番組の放送を同時
に行うことのできる基幹放送局の総体（放送法第91条第２項第３号））の数の目標が定められて
いる。

出典：令和４年１月24日 デジタル時代における放送制度の在り
方に関する検討会第４回会合 株式会社テレビ朝日ホール
ディングス資料

○ 人口減少が進むほか、インターネットを含め情報空間が放送以外にも広
がる現在においては、県域を基本とする現在の放送対象地域は、必ずしも
放送の地域性の確保につながらない部分があるのではないか。

○ 現在の放送対象地域は、地域社会の実態に必ずしも合っておらず、地域情報
の発信という観点から障害になっている部分もあるのではないか。

○ 経営基盤強化計画認定制度では放送番組の同一化が可能であるが、 （経営
リスクが顕在化する前に）積極的な経営戦略を描きたい場合に利用できない、
経営基盤強化計画の申請・認定等の手続きが煩雑で使い勝手が必ずしもよく
ないといった意見もある。

○ 事業者からは、将来的な経営リスク顕在化の可能性に備え、固定的費用の抑
制の観点から、複数の放送対象地域における放送の同一化が要望されている。



【参考】 放送対象地域の概要

都道府県数

４事業者以上 ３３都道府県

３事業者 ９県

２事業者以下 ５県

関東広域圏：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千
葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域

近畿広域圏：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈
良県及び和歌山県の各区域を併せた区域

中京広域圏：岐阜県、愛知県及び三重県の各区域を
併せた区域

岡山県及び香川県の各区域を併せた区域

鳥取県及び島根県の各区域を併せた区域

(1) 規定の仕方
① 放送の主体（NHK、放送大学学園、民間基幹放送事業者）
② 放送の種類（テレビジョン放送、中波放送、超短波放送等）
等に基づき設定

(2) 具体例（地上テレビジョン放送）
① ＮＨＫ
関東広域圏、関東広域圏にある県を除く各道府県
② 民間基幹放送事業者
広域圏 ：関東広域圏、近畿広域圏、中京広域圏
複数の県域：鳥取県及び島根県、岡山県及び香川県
その他 ：上記以外の各都道府県

(1) 放送対象地域ごとに放送系の数の目標を設定
基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計画において、放送対象地域ごとに普及させる放送

系の数の目標を設定。
(2) 放送対象地域内では、難視聴解消の義務又は努力義務

基幹放送事業者は、放送対象地域内で、当該基幹放送があまねく受信できるように努めることとされている。
（ＮＨＫには、テレビジョン放送及び中波放送・超短波放送のいずれかが全国において受信できるように措置をすることが義務付け）

放送対象地域とは、同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域（放送法第９１条第２項第２号）のこと
であり、その地域の自然的、経済的、社会的、文化的諸事情や周波数の効率的使用を考慮して、基幹放送普及計画において規
定（放送法第９１条第３項）。

放送対象地域の概念

放送対象地域の効果

放送対象地域の例
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